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はじめに 

 

著作権分科会では，今後優先して対応すべき著作権法上の問題を大局的・体系的な観

点から抽出・整理をし，本年１月２４日に「著作権法に関する今後の検討課題」として

取りまとめたところである。著作権分科会法制問題小委員会では，これらの検討課題の

うち，本小委員会の委員及び関係団体から数多くの改正の要望が出され，制度と実態の

乖離が見られるなどにより緊急に検討を要する課題として，「権利制限の見直し」及び

「私的録音録画補償金の見直し」を取り上げ，検討を進めてきた。 

 

また，あわせて，同小委員会のもとに，「デジタル対応ワーキングチーム」，「契約・

利用ワーキングチーム」，「司法救済ワーキングチーム」の各ワーキングチームを設置

し，検討を進めてきたところである。 

  
なお，裁定制度の在り方に関しては，「著作権法に関する今後の検討課題」において，

法制問題小委員会における検討に先立ち，契約・流通小委員会にて検討を行うことが適

当であるとされたことを受け，契約・流通小委員会において議論が進められてきた。 

 

このたび，本小委員会として，審議の経過を以下のようにとりまとめたので，公表す

ることとした。広く国民から建設的な御意見を賜ることを期待するものである。いただ

いた御意見を踏まえ，さらに検討を進めていくこととしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本文中で法律名が記載されていない条文は著作権法による。 
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１．権利制限の見直しについて 

 

（１）基本的考え方（検討の進め方） 

 

 著作権制度は文化の発展に重要な役割を果たしているが，社会における他の価値や制

度との調和の上に成り立っていることを忘れてはならない。もとより著作権は，それ自

体重要な価値を有する私権であり，その制限については，著作物の通常の利用を妨げず，

かつ，著作者の正当な利益を不当に害しないことが前提となることはいうまでもないが，

その上で，時代によって変転していく社会的必要性に応じて一定の場合に権利を制限さ

れることは，権利者の利益と社会一般の利益との調整を図りつつ，著作権法がこれから

も社会的認知を受けていくためには必要なことである。 

 

 今回，「著作権法に関する今後の検討課題」のうち，「権利制限」を課題として第一

に取り上げ，検討を行うこととしたのも，著作権は他の社会的要請との調和の中で存在

しているという認識に立つゆえである。一方で，真に必要な著作権保護のための制度改

正を行うとともに，他方で，著作物の公正で円滑な利用を促進することにより，知的財

産立国を推進することが，著作権法に関する政策を考える上で非常に重要な課題となっ

ている。 

 

 「権利制限」としては，本小委員会の委員及び関係団体から，改正要望としてあげら

れた次の５点について検討を行った。 

 

  ○ 特許審査手続に係る権利制限について 

 ○ 薬事行政に係る権利制限について 

 ○ 図書館関係の権利制限について 

 ○ 障害者福祉関係の権利制限について 

 ○ 学校教育関係の権利制限について 
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（２）特許審査手続に係る権利制限について 

 

○現行制度 

 

 著作物は，裁判手続のために必要と認められる場合には，その必要と認められる限度

において，複製することができる（第４２条）。ここにいう「裁判手続」には「行政庁

の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む」とされ（第４０条第１項），このような準

司法手続としては，例えば，特許審判，海難審判あるいは行政不服審査が含まれる。一

方，「立法又は行政の目的」のために必要な場合については，「内部資料として必要」

と認められる限度においてのみ複製が許容されている（第４２条）。 

 

○問題の所在 

 

  ① 非特許文献*1を出願人に送付するための審査官による複製について 

  ② 審査官からの書類提出の求めに応じるための非特許文献の出願人による複製に

ついて 

  ③ 特許庁への先行技術文献（非特許文献）の提出による情報提供のための複製に

ついて 
  ④ 非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁によ

る複製について 

 
「特許審判」のうち「拒絶査定不服審判」は，特許審査において特許庁（審査官）から

拒絶査定を受けた出願人が，拒絶査定不服審判を請求することにより開始される，特許

庁（審判官合議体）が行う審理手続である。他方，「特許審査」は，「拒絶査定不服審

判」等の特許審判の前段階にあって，特許出願における新規性・進歩性等の要件につい

て特許庁が行う審査手続である。特許審査は，特許審判とは異なり，それ自体は「裁判

に準ずる手続」ではないとされる可能性がある。そうなると，特許審査については，特

許審判とは異なり，特許審査の目的のために内部資料として必要と認められる限度にお

いてのみ，複製が許容されることとなる（第４２条）。 

この特許審査において特許庁は，出願を拒絶する場合には出願人に対し事前に拒絶理

由の通知を行うこととなるが（特許法第５０条），「特許審査手続」は第４２条にいう

「裁判に準ずる手続」に当たらないとされるのであれば，審査官は，審査手続の一環と

して位置付けられる「拒絶理由の通知」に際して，先行技術が記載された非特許文献を，

出願人に送付するために，無許諾で複製を行うことはできないこととなる。そのため特

許庁は，そのような非特許文献があってもその出所を出願人に明示するにとどめており，

                                                  
*1 非特許文献とは，特許公報に掲載など特許文献以外のすべてのものを指す。具体的には，論文，書籍，

パンフレット，マニュアル，新聞等である。 
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こうした取扱いは，特許審査全体の的確・迅速な手続を図るうえで障害となっている。

特許権は排他的独占権という強力な対世的な権利であり，的確・迅速な審査を確保する

ことは公益上，不可欠である。このようなことから，拒絶理由の通知に際しての非特許

文献の複製を認めてもらいたいとの要望がある。 

また，特許法第１９４条は，特許庁長官又は審査官は，当事者から必要な書類等の提出

を求めることができるとしているが，この場合にも第４２条の適用はないとすると，当

事者は権利者の許諾なく複写することができず，そのために，的確・迅速な審査に支障

を来すおそれがある。そのため，こうした複写に関しても権利制限の対象として欲しい

との要望がある。 

さらに，何人も，特許庁長官に対して，先行技術文献を提出することにより，出願公開

がされた特許出願につき特許性が欠けることについて情報を提供することができる（特

許法施行規則第１３条の２）という法制度となっているが，上記の情報を提供しようと

する者が著作権者の許諾を得られないことにより，先行技術文献の特許庁への提出に支

障を来し，結果的には，本来新規性・進歩性等を欠き付与されるべきでない特許の付与

を招き，一般国民の利益を損なうおそれがあるという理由で，上記情報提供のための複

製を認めて欲しいとの要望がある。 

以上のほか，審査の過程で審査官が審査目的で複製した資料については，これを電子化

して他の出願書類とともに保存しておけば，将来の審査・審判手続において有効に活用

され，手続の迅速化に資することが期待されることから，特許庁がこうした複製を行う

ことを認めて欲しいとの要望がある。 

なお，特許出願のみならず，意匠登録出願，商標登録出願，実用新案登録出願，及び特

許協力条約に基づく国際特許出願についても，同様な手続について権利制限を認めて欲

しいとの要望もある。 
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【特許審査手続の全体像】 
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【特許審査における非特許文献の利用状況】 

 
出典：特許庁調べ 

 

 

○審議の状況 

 

 ① 非特許文献を出願人に送付するための審査官による複製について 

 ② 審査官からの書類提出の求めに応じるための非特許文献の出願人による複製に

ついて 
 ③ 特許庁への先行技術文献（非特許文献）の提出による情報提供のための複製に 

ついて 

 ④ 非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁によ 

る複製について 

 

 

要望の①及び②については，的確・迅速な審査手続の確保の観点から，権利制限を行

うことが必要であるとする意見が多かった。 

③については，情報提供の主体が広範に及び複製の量も大きくなるおそれがあること

から，補償金制度の導入についても検討すべきとの意見も一部にはあった。しかし，何

人も特許庁長官に先行技術文献を提出して情報提供できるという手続は，特許の保護要

件である新規性・進歩性等の審査をより完全なものとすることにより，本来付与される

べきでない特許の付与を回避するものであって，将来の紛争防止につながる公益性の極

めて高い重要な手続であることから，特許庁長官に提出する非特許文献の複製について，

①及び②と同様の扱いとすべきとの意見が多かった。 

④についても，権利制限の対象とすべきであるとの意見が多かった。これは，第４２
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条の「行政の目的のための内部資料として必要と認められる場合」に該当するため，現

行法でも可能と考えられるとする意見が多かったが，他方，出願・審査書類は閲覧等の

対象となり得るために，行政の内部資料目的の複製とみるには困難性があるとの疑義も

なくはないので，このような疑義を払拭すべく，上記の電子的保存のための複製が権利

制限の対象となることを立法的に明示すべきであるとの意見もあった。 

なお，権利制限を行うに当たっては，制限規定に基づいて作成された複製物が関係手

続外で利用されることがないような配慮が必要であるとの意見があった。 

 

権利制限を行うに当たってはベルヌ条約との関連が問題となるが，この点に関しては

以下のような意見があった。 

現行法でも，第４２条は，内部資料として必要な限度で行政目的の複製を認めている

ことから，特許庁が内部資料として，さまざまな文献の複写を権利者の許諾なく行うこ

とは可能である。しかし，非特許文献については入手困難なものも多く，また，仮に要

望の①から④の権利制限を行ったとしても，権利者にとっても結果的に被る制約は現状

と同程度であると考えられる。したがって，これを認めることは，ベルヌ条約が求める

「著作物の通常の利用を妨げず，かつ，その著作者の正当な利益を不当に害しない」と

の条件に矛盾しないものと考えられる。 

 

  なお，法改正を行うことになった場合，権利制限規定を置く際には，対象となる手続

を著作権法に列挙するのではなく，一般に「行政手続のために必要と認められる場合」

を制限規定として加え，具体的には政令で個別の根拠規定を列挙するという方法を検討

することが適当であるとの意見があった。加えて，複製物が当該手続外で利用されるこ

とがないような担保が必要であり，また，特許法のみならず，実用新案法，意匠法，商

標法及び特許協力条約に基づく国際特許出願についても，基本的に同様の規定があるこ

とから*2，これらについては，特許審査手続の場合と同様に考える必要があるとの意見が

あった。 

 

  

 

                                                  
*2  実用新案法第 55 条，意匠法第 68 条，商標法第 77 条，特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

第 9 条参照 
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（３）薬事行政に係る権利制限について 

  

○現行制度 

  

 著作物は，裁判手続のために必要と認められる場合には，その必要と認められる限度

において，複製することができる（第４２条）。ここにいう「裁判手続」には「行政庁

の行う審判その他裁判に準ずる手続を含む」とされ（第４０条第１項），このような準

司法手続としては，例えば，特許審判，海難審判あるいは行政不服審査が含まれる。一

方，「立法又は行政の目的」のために必要な場合については，「内部資料として必要」

と認められる限度においてのみ複製が許容されている（第４２条）。 

 

○問題の所在 

 

① 承認・再審査・再評価制度において，申請書に研究論文等を添付する必要があ 

るため，研究論文等の複写を作成し，国等に提出することについて 

 ② 副作用・感染症報告制度・治験副作用報告制度において，期間内に副作用等の 

発現に係る研究論文等の複写を作成，調査し，国等に提出することについて 

  ③ 医薬品等の製造販売業者は医薬品等の適正使用に必要な情報を提供するために，

関連する研究論文等を複写し，調査し，医療関係者へ頒布・提供することにつ 

いて 

  

薬事法では，医薬品の使用によってもたらされる国民の生命，健康への被害を未然に

防止するため，医薬品の品質，有効性及び安全性を確保するために必要な各種関連情報

の収集，評価，報告，保存を製薬企業等に義務付けている。具体的には，薬事法上の手

続として，①製造販売を行う医薬品の承認・再審査・再評価手続における申請書への研

究論文等の添付（薬事法第１４条，第１４条の４，第１４条の６），②副作用・感染症

の報告にかかる制度（薬事法第７７条の４の２）や治験に関する副作用等の報告制度（薬

事法第８０条の２第６項）がある。また，③医薬品等の製造販売業者には，医薬品等の

適正使用に必要な情報の収集，検討及び医療関係者への提供について，努力義務が課せ

られている（薬事法第７７条の３）。 

 これらの手続は，第４２条における「裁判に準ずる手続」とはいえず，その過程で必

要とされる文献を権利者の許諾なく複製することはできない。しかし，医薬品の効果や，

副作用等の評価を適時・適切に実施するためには，製薬企業における副作用，感染症等

の情報収集・分析・報告等が十分に，しかも迅速に行われることが必要であり，その際

には，関連する研究論文等の複写の作成・頒布が必要となる場合が多い。このため，薬

事法上の各種手続について，第４２条に定める権利制限を認めて欲しいとの要望がある。 
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【薬事法上の各種手続の概要】 

①承認・再審査・再評価制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②副作用・感染症報告・治験副作用報告制度の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚 生 労 働 省

独 立 行 政 法 人
医 薬 品 ・ 医 療 機 器 総 合 機 構

製 薬 企 業 等

報 告

・ 承 認 申 請
・ 再 審 査 申 請
・ 再 評 価 申 請

評 価 、 検 討

申 請

答 申

薬 事 ・ 食 品 衛 生 審 議 会

審 査 報 告

・ 承 認 取 得
・ 再 審 査 確 認 取 得
・ 再 評 価 確 認 取 得

（ 研 究 論 文 の 複 写 、 提 出 ）

厚 生 労 働 省

独 立 行 政 法 人
医 薬 品 ・ 医 療 機 器 総 合 機 構

製 薬 企 業 等

報 告

・ 承 認 申 請
・ 再 審 査 申 請
・ 再 評 価 申 請

評 価 、 検 討

申 請

答 申

薬 事 ・ 食 品 衛 生 審 議 会

審 査 報 告

・ 承 認 取 得
・ 再 審 査 確 認 取 得
・ 再 評 価 確 認 取 得

（ 研 究 論 文 の 複 写 、 提 出 ）

厚 生 労 働 省

独 立 行 政 法 人
医 薬 品 ・ 医 療 機 器 総 合 機 構

製 薬 企 業 等

報 告

・ 副 作 用 報 告 制 度
・ 感 染 症 定 期 報 告 制 度
・ 治 験 副 作 用 等 情 報 報 告 制 度

評 価 、 検 討

報 告

意 見

薬 事 ・ 食 品 衛 生 審 議 会

情 報 の
共 有

調 査 結 果 等
の 通 知

行 政 措 置 ・ 指 導
（ 使 用 上 の 注 意 の 改 訂 等 ）

（ 研 究 論 文 の 複 写 、 提 出 ）

厚 生 労 働 省

独 立 行 政 法 人
医 薬 品 ・ 医 療 機 器 総 合 機 構

製 薬 企 業 等

報 告

・ 副 作 用 報 告 制 度
・ 感 染 症 定 期 報 告 制 度
・ 治 験 副 作 用 等 情 報 報 告 制 度

評 価 、 検 討

報 告

意 見

薬 事 ・ 食 品 衛 生 審 議 会

情 報 の
共 有

調 査 結 果 等
の 通 知

行 政 措 置 ・ 指 導
（ 使 用 上 の 注 意 の 改 訂 等 ）

（ 研 究 論 文 の 複 写 、 提 出 ）
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③医薬品等の製造販売業者による研究論文等の配布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○審議の状況 

 

 ① 承認・再審査・再評価制度において，申請書に研究論文等を添付する必要があ 

るため，研究論文等の複写を作成し，国等に提出することについて 

 ② 副作用・感染症報告制度・治験副作用報告制度において，期間内に副作用等の 

発現に係る研究論文等の複写を作成，調査し，国等に提出することについて 

 

国等への迅速な情報伝達により国民の生命，健康への被害を未然に防止するという観

点から，権利制限を行うことが必要とする意見が多かった。 

現行法でも，第４２条は，内部資料として必要な限度で行政目的の複製を認めているこ

とから，厚生労働省等が内部資料として，さまざまな文献の複写を権利者の許諾なく行

うことは可能であることから，こうした制限規定を置いたとしても，権利者にとっても

結果的に被る制約は現状と同程度であると考えられる。したがって，権利制限を認めて

も，著作物の通常の利用を妨げず，かつ，著作者の正当な利益を不当に害することには

ならないと考えられる。 

 

 

  ③ 医薬品等の製造販売業者は医薬品等の適正使用に必要な情報を提供するために，

関連する研究論文等を複写し，調査し，医療関係者へ頒布・提供することにつ 

いて 

   
本件は，国民の生命・健康を守るために，薬事法に規定された努力義務を果たすため

に行われる医療関係者への情報提供であり，複製した者が複製物から直接的な利益を得

るものではないことから，権利制限の対象とすることに賛成する意見があった。また，

権利制限を認めない場合には，権利者の許諾を得るのに時間がかかりすぎるのではない

か，権利者が探索できない場合は利用ができず，結果的に患者にしわ寄せがいくのでは

ないかとの意見もあった。医薬品等の製造販売業者による情報提供が果たしている社会

医薬品等の製造販売業者 医 療 機 関

副作用の情報提供

医薬品等の適正使用、その有効性
及び安全性を確保するための必要な

情報を収集、検討及び提供（努力義務）

（研究論文の複写、頒布・提供）

医薬品等の製造販売業者 医 療 機 関

副作用の情報提供

医薬品等の適正使用、その有効性
及び安全性を確保するための必要な

情報を収集、検討及び提供（努力義務）

（研究論文の複写、頒布・提供）
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的役割にかんがみ，権利者側においては，利用者側の利便への一層の配慮が求められる。 

 ただし，権利制限を認めた場合，複製主体も頒布先も特定されておらず，学術論文全

部分の複製になることも予想され，かつ部数も多数になる可能性があることから，慎重

な検討が必要ではないかとする意見があった。また，仮に権利制限するとした場合でも，

複製部数が多いために権利者への影響が大きく，無償とすることは困難ではないかなど

の意見があった。 

 

 現在，権利者側は，著作物の複製利用促進の観点から，日本複写権センター，学術著

作権協会並びに日本著作出版権管理システム等の管理団体に対して複写にかかる権利の

委託を行い，利用者に許諾を与えると同時に利用料を徴収し，権利者へ分配するという，

権利委託と許諾システムに積極的に取り組んでいる。したがって，当面は，構築されて

いるシステムが利用料の徴収の観点から有効に機能していくか注視することとするが，

現状のシステムの下では，製薬会社による情報提供に支障が出る状態にあると思われる

ことから，著作物の通常な利用を妨げず，かつ，著作者の正当な利益を不当に害しない

ことを条件として，権利制限を認めること等について，検討を行うことが適当である。           
 

 

【理工学書（特許審査関連），医学書（薬事行政関連）出版物の委託状況】 

出典：社団法人日本書籍出版協会等調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書籍 雑誌 書籍 雑誌 書籍 雑誌 書籍 雑誌
委託者数
出版物数 4,451 16 0 0 820 2 0 0
委託者数
出版物数 8,185 173 0 862 15,364 359 0 690
委託者数
出版物数 795 777 155,156 9,208 636 620 124,120 7,367

13,431 966 155,156 10,070 16,820 981 124,120 8,057

医学書
国内出版物 海外出版物

理工学書

委託者数・委託出版物数

0

国内出版物 海外出版物

日本複写権センター
27

39

416

合計委託出版物数

日本著作出版権管理
システム

学術著作権協会

0

1

1,003

12

1 76

3331,254
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【日本複写権センターと権利者・利用者との関係】 

 
出典：社団法人日本複写権センター『（社）日本複写権センターの概要』 
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（４）図書館関係の権利制限について 

 

○現行制度 

 

 図書館等は，著作権者の許諾なく「図書館資料」（図書館等の図書，記録その他の資

料）を用いて著作物を複製することができ，公表された著作物の一部分に限り，図書館

等の利用者の求めに応じて著作物の複製物を提供することができる（第３１条第１号）。

また，図書館等は，「図書館資料の保存のため必要がある場合」には，図書館資料を用

いて著作物を複製することができる（同条第２号）。 

 一方，第３７条第３項は，専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために，著作権

者の許諾なく著作物を録音することができる旨を規定しているが，対象施設としては，

視聴覚障害者情報提供施設等に限られ，公共図書館等は含まれていない（著作権法施行

令第２条）。また，録音データの公衆送信については権利制限規定がないため，著作権

者の許諾を得る必要がある。 

 

 

○問題の所在 

 

 ① 第３１条の「図書館資料」に，他の図書館等から借り受けた図書館資料を含め

   ることについて 

  

国立国会図書館，公共図書館（地方公共団体が設置する図書館及び私立図書館をい

う。），大学図書館（短期大学及び高等専門学校が設置する図書館を含む。）等の間で

は，図書館資料の現物貸借*3が実務上広く行われている。しかし，第３１条に基づき図書

館等がその複製物を提供できる「図書館資料」に，他の図書館等から借り受けた資料*4

が含まれるかどうかが明確でない。このため，遠隔利用者等に対して資料の複製物を迅

速に提供できるよう，現物貸借された図書館資料を，貸出先の図書館等で複製すること

について認めてもらいたいとの要望がある。 

 

 

                                                  
*3 国立大学図書館協議会現物貸借申合せ（国立大学図書館協議会平成元年 6 月 29 日採択）一 定義 参照。 
*4 国立国会図書館が貸し出す資料については貸出期間が 1 月以内（国立国会図書館資料利用規則（平成

16 年国立国会図書館規則第 5 号）第 47 条第 1 項），国立大学図書館が貸し出す資料については 20 日間

（国立大学図書館協議会現物貸借申合せ 七 貸出期間．Ａ）と規定されている。 
  なお，現物貸借された資料について，国立国会図書館資料利用規則第 50 条第 2 項では，「資料の貸出

しを受けた図書館等は，当該資料を，当該図書館等が定めた利用規則等に基づいて，所定の閲覧室にお

いて閲覧させるものとし，複写その他の方法で利用させてはならない。」とされている。他の図書館等間

の現物貸借においても，現行の著作権法制度の趣旨及び資料の安全管理の観点から，同様の取扱いが一

般的に普及している。 
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 ② 図書館等の間においてファクシミリ，電子メール等を利用して，著作物の複製 
物を送付することについて 

 

大学図書館等間における文献複写に関する業務は，国立情報学研究所（旧学術情報セ

ンター）（NII）が平成４年より提供する NACSIS-ILL*5 により，著作権管理団体との契

約又は合意に基づき，ガイドラインに基づいて規律されており，郵送のほか，通信回線

を利用した送信により複製物の無償提供が行われている。NACSIS-ILL の参加図書館数

（平成１６年現在で９４５図書館），複写件数は年々増加し，図書館実務において主要

なものとなっていると考えられる。 

現行制度では，著作物の複製物をファクシミリ送信，インターネット送信等の通信回

線を利用する送信を通じて提供できることについて規定はない。このため，大学図書館

等の間で実務上広く行われている，図書館等の間における通信回線を利用した文献複写

（当該図書館等で所蔵していない図書館資料の複製物を，他の図書館等から取り寄せる

ことをいう。）*6について，広く著作権者の許諾なく行えるようにし，遠隔利用者等に対

して文献の複製物の迅速な提供という便宜を図ることが適当であるとの要望がある。 

 

 

③ 図書館等において，調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウ 

トすることについて 

   
図書館等は，著作権者の許諾なく図書館資料を用いて著作物を複製することができる

が，それと同様に，図書館等が利用者の求めに応じ，図書館等が設置するインターネッ

ト端末からインターネット上の情報をプリントアウトして提供することについても，著

作権者の許諾なくできるようにすることが適当であるとの要望がある。 

 

 

 ④ 「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ず 

   に複製することについて 

 

 近年，記録のための技術・媒体の急速な変化に伴う旧式化により，ＳＰレコード，５

インチフロッピーディスク，ベータビデオのように，媒体の内容を再生するために必要

                                                  
*5 NACSIS-CAT（オンラインによる共同分担目録，総合目録形成・提供サービス）で作成された総合目録  

データベースを利用して，参加機関間で相互貸借，文献複写の依頼，料金決済などを行うサービス （日

本図書館協会図書館ハンドブック編集委員会編『図書館ハンドブック 第６版』（日本図書館協会，  

2005） 301 頁）。 
*6 国公私立大学図書館間相互貸借に関する協定（平成１２年１０月１２日実施国公私立大学図書館協力委  

員会決定）第２項及び国公私立大学図書館間文献複写マニュアル参照。 
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な機器が市場で入手困難となり，事実上閲覧が不可能となってしまうような状態が生じ

ていることから，新しいメディアに媒体を移し替えて保存するための複製をできるよう

にすることが適当であるとの要望がある。 

 

 

 ⑤ 図書館等における，官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提 

   供について 

  

官公庁広報資料等（国若しくは地方公共団体の機関，独立行政法人又は地方独立行政

法人が，一般に周知させることを目的として作成し，その著作の名義の下に公表する広

報資料，調査統計資料，報告書その他これらに類する著作物をいう [第３２条第２項参

照]。）については，一般への周知を目的としていることから，図書館等において報告

書等の全部分の複製物を提供できるようにすることが適当であるとの要望がある。 

 

 

⑥ 著作権法第３７条第３項について，複製の方法を録音に限定しないこと，利用  

者を視覚障害者に限定しないこと，対象施設を視聴覚障害者情報提供施設等に  

限定しないこと， 

   視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の 

   公衆送信等を認めることについて 

 

一部の公共図書館，点字図書館では，視覚障害者等に対して，著作権者の許諾を得た

録音データのインターネット配信を実施している。現行制度は貸出しの用に供するため

の複製の方法は録音に限定されており，録音以外の複製やこのような録音データ等の公

衆送信については著作権者の許諾が必要である。 

また，現行制度では，視聴覚障害者情報提供施設等に当たらない国立国会図書館，公

共図書館，大学図書館等においては，視覚障害者向けの録音資料の作成につき，著作権

者の許諾が必要である。 

さらに，現行制度では，上肢障害でページをめくれない人，高齢で活字図書が読めな

い人，ディスレクシア（難読・不読症），知的障害者等，読書の手段として録音資料を

利用している視覚障害者以外の障害者に対して貸し出すために録音資料を作成するに

は，著作権者の許諾が必要である。 

このような，図書館が障害者に対して行う資料の提供について著作権者の許諾なく行

えるようにし，多様な障害者の情報環境の改善を図ることが必要であるとの要望がある。 
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○審議の状況 

 

 ① 著作権法第３１条の「図書館資料」に，他の図書館から借り受けた図書館資料 

   を含めることについて 

  

図書館等の間で図書館資料の現物貸借が行われている場合，現行法の下においても，

(i)図書館資料を貸出先から貸出元の図書館に戻し，(ⅱ)複製を希望する図書館利用者か

ら改めて複製の申請をさせ，(ⅲ)図書館資料を所蔵する貸出元の図書館において複製し，

(ⅳ)申請者に郵送するという手順を踏むことで，利用者がコピーを入手することは可能

である。しかし，公共図書館においては郵送による複製物の送付を行わない施設が過半

数あり，現物貸借により文献を閲覧した利用者は実際にはそのコピーを入手できない場

合が少なくない。 

 

   出典：社団法人日本図書館協会『図書館における著作権対応の現状  

「日本の図書館 2004」付帯調査報告書』57 頁 

 

公共図書館数は増加傾向にあるものの，年間受け入れ図書冊数や資料費は伸び悩んで

いる。図書館等が増え続ける資料数に対応し，地域住民の生涯学習の拠点としての役割

を担っていくためには，図書館等の間での図書館資料の相互協力が重要であることに着

目する必要がある。このため，現物貸借された図書館資料については，借用を依頼し現

に責任を持って当該資料を管理している貸出先の図書館等において，著作権法第３１条

第１号の条件を満たす場合には，当該資料の複製をすることができるとする方向で権利

制限を行うことが適当であるとする意見が多かった。 

 

なお，本件の複製を認めることとすると，多くの地域において複数の図書館等が共同

で１冊しか購入しない事態となり，権利者の利益を害するおそれがあるとの懸念から，

権利制限をするのであれば，絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが

困難な図書館資料に限定すべきではないかとの意見もあり，権利制限の対象とする場合

の具体的な条件について，検討する必要がある。 
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【公共図書館数等の経年変化】 

資料費注３   

年度注２ 

 

図書館数 

 

年間受入図書冊数 

      （千冊） 

 決算 

  （億）（万） 

1974 989 4,681            50 5788 
1984 1,569 11,157         160 3538 
1989 1,873 14,568          239 3605  
1994 2,207 18,977      340 3027 
1995 2,297 18,409           349 0813 
1996 2,363 19,320           363 6370 
1997 2,450 19,318           369 6972 
1998 2,524 19,757           361 6139 
1999 2,585 19,347           356 4338 
2000 2,639 20,633           351 9525 
2001 2,681 19,617           354 1654 
2002 2,711 19,867           352 2070 
2003 2,759 20,460           
2004 2,825  

  注１ 私立図書館を含む公共図書館の経年変化。 

   ２ 図書館数については「年」を指す。 

   ３ 資料費は経常的経費。 

  出典：社団法人日本図書館協会『日本の図書館 統計と名簿 2004』27 頁より 

 

【相互協力状況】 

＜公共図書館集計＞ 

図書館相互協力（２００３年度実績） 

 都道府県立 市区立 町村立 広域市町村圏 私立 計 前年度 

貸出冊数 925,913 791,347 114,059 703 240 1,832,262 1,721,355
借受冊数 113,810 1,237,336 289,920 1,480 435 1,642,981 1,421,711

出典：社団法人日本図書館協会『日本の図書館 統計と名簿 2004』22 頁 

＜大学図書館集計＞ 

相互協力業務（２００３年度実績） 

 国立 公立 私立 大学計 短大 高専 

図書貸借 

貸出冊数 

57,943 7,112 62,313 127,368 1,432 121

図書貸借 

借受冊数 

53,411 8,075 56,126 117,612 2,833 991

出典：社団法人日本図書館協会『日本の図書館 統計と名簿 2004』263 頁 
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 ② 図書館等の間においてファクシミリ，メール等を利用して，著作物の複製物を 

   送付することについて 

 

本件の要望は，NACSIS-ILL により大学図書館等において行われている複製物の提供方

法と同様に，大学図書館等に限らず，利用者が身近な公共図書館等を窓口として所蔵館

からの所蔵資料の複製物を受け取る方法として，ファクシミリや電子メール等を利用し

た送信を可能にしようとするものである。特に外国からの複製依頼に関して郵送のみに

よる対応に限定することは，研究活動等の著しい制限になり不合理であり，我が国が文

化の発信に消極的であるとの批判を受けかねないことから，利用者の便宜を拡大するこ

とが強く望まれるとする意見があった。 

 このようなことから， 終的な利用者に，窓口となる図書館から紙媒体による複製物

１部を交付した後，中間的に発生した電子的複製物は所蔵館におけるものを含めてすべ

て廃棄することを条件に，認めてはどうかとする意見が多かった。ただし，大学図書館

等に関しては，現状でも NACSIS-ILL により，適切に運用されていると考えられるが，そ

れ以外も含めて広く権利制限を行うことの適否については，大学図書館等間その他公共

図書館等間におけるファクシミリ送信等の利用実績・ニーズを踏まえ，現行制度におけ

る権利処理の限界，権利制限の対象となる権利の種類，具体的な権利制限の規定の在り

方，図書館における執行上のルールなどについて，具体的な問題点の整理が必要である。

したがって，本件については，この点を踏まえた，図書館関係者による趣旨の明確化を

待って，引き続き検討することが適当である。 

 

 なお，図書館等の間の送信のみが権利制限されるとしても，利用者は窓口の図書館ま

で受け取りに来る必要があり，利用者に直接送られるわけではないことから，利便性が

一定程度増すという意味にとどまると考えられる。他方，図書館等の間の送信だけでな

く，更に進んで，所蔵館から利用者に直接通信回線を利用した送信をすることについて

権利制限を行うべきとの見解もあったが，これについては，そもそも図書館の機能を超

えているのではないか，権利者の利益が相当に害されるのではないかという指摘があっ

た。 
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【参考】NACSIS-ILL システムについて 

ILL システムでの処理概念図 

          
出典：国立情報学研究所『ILL システム操作マニュアル第５版 ２．ILL システムの概要と運用』 

（http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/INFO/ILL/MAN5/ILL5/02/02_01.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立情報学研究所『ＮＡＣＳＩＳ－ＩＬＬ利用統計』 

（http://www.nii.ac.jp/CAT-ILL/contents/nill_stat_reqnum.html） 
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【参考】大学図書館間協力における資料複製に関するガイドライン 

（平成１７年７月１５日 国公私立大学図書館協力委員会）（抄） 

 

７. 受付館は，当該資料の複製ができるとき，以下の(1)又は(2)のいずれかの方法によって複製物

を作成して依頼館に送付する。 

(1) 受付館は当該資料の複製物を作成し，それを依頼館宛に郵便又は宅配便により送付し，依頼

館は申込みをした利用者に渡す。 

(2) 受付館は当該資料の複製を行い，依頼館宛に通信回線を利用して送信し，依頼館は紙面に再

生した複製物を申込みをした利用者に渡す。通信回線を利用する送信とは，ファクシミリ送信， 

インターネット送信（画像イメージを電子メールに添付して送信することを含む*7）を含み， 

当該資料の版面の画像イメージを電気信号に変換して電話回線あるいは専用回線などを用いて

電送することをいうが，著作権管理団体との契約及び合意の趣旨にかんがみ，利用者には紙面

に再生された複製物のみを提供すること，本ガイドライン第 8 項に従って中間複製物を破棄す

ることの 2 点を必ず履行するものとする。いかなる場合にも受付館は，利用者に対して電気信

号そのものの電子的乃至磁気的な記録としての複製物は提供しない。 

 

(中間複製物の破棄) 

８. 前項(2)の場合，当該資料の版面の画像イメージの中間複製物を作成する必要がある場合がある

が，そのような中間複製物は，その種類にかかわらず破棄する。すなわち，受付館は，送信のた

めに紙面に再生した複製物又は電子的乃至磁気的な記録としての複製物の一方または両方を中間

複製物として作成することになるが，そのいずれも破棄することとし，依頼館は，通信回線を利

用する送信を受信したとき，利用者に渡す紙面に再生した複製物以外にも電子的乃至磁気的な記

録としての複製物を中間複製物として作成する場合があるが，それも破棄するものとする。 

 

(契約及び合意の内容) 

１０．著作権管理団体との契約及び合意において規定されている，以下の点について留意しなけれ

ばならない。 

(1) 契約及び合意の当事者について 

現在，契約を締結している相手方は，株式会社日本著作出版権管理システムであり，合意書

を取り交わしている相手方は，有限責任中間法人学術著作権協会である。 

 

 

 

 

                                                  
*7 例えば，Research Libraries Group 社（RLG，米国）が開発した Ariel があり，このソフトにより LAN

に接続された Windows PC を用いて，論文や写真などの様々なドキュメントをスキャンして作成した電子    

的なイメージデータを，インターネットを介して他のワークステーションに送信することができると    

している(http://www.maruzen.co.jp/home/irn/library/ill/ariel.html) 。 
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 ③ 図書館等において，調査研究の目的でインターネット上の情報をプリントアウ 

    トすることについて 

  

第３１条第１号に基づく著作物の複製が図書館等による行為と解されるのに対して，

図書館や公民館等に設置されたインターネット端末を使用して情報をプリントアウトす

る行為については，その端末の利用者が行為主体であると考えられる。したがって，利

用者のこうした行為が，第３０条第１項の「私的使用のための複製」に該当する場合や，

インターネット上の情報の複製に明示又は黙示の許諾があると考えられる場合など，現

行法の枠組みでも自由に行い得るケースが存在するという意見があった。 

  現在までのところ，企業活動を目的とする場合を含めて，インターネット上に公開さ

れた情報のプリントアウトについて紛争になったことはほとんどない状況であり，本件

については，直ちに立法措置に関する具体的な検討に入る必要は認められない。 

 

 なお，このようなインターネット端末からインターネット上の情報をプリントアウト

して複製物を提供する施設は，社会教育施設における利用者用コンピュータの設置や情

報システムネットワークの整備等に伴い，図書館等のみならず公民館，博物館等にも広

がっており，本件は図書館等に限った問題ではない。したがって，図書館等のみならず

一般的にどのように提供されているのか，現行法の枠組みで十分であるか否か，どのよ

うな手法により対応することが適切か等について，今後必要に応じ検討することが適当

である。 
 

【社会教育施設の情報化の状況（平成１４年度）】 

   
出典：文部科学省『データからみる日本の教育２００５』37 頁 
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 ④ 「再生手段」の入手が困難である図書館資料を保存のため例外的に許諾を得ず 

    に複製することについて 

  

再生手段の技術革新が進むことによって，図書館等で利用できる資料が減ってしまう

ことになるため，図書館等の使命にかんがみて，本件要望の趣旨に賛同する意見が多数

であった。 

 ただし，当該著作物について新形式の複製物が存在する場合は除くべきではないか，

また，入手の困難性に関して判断基準を明確にする必要があるのではないかとの指摘が

あった。また，現行の第３１条第２号は，「図書館資料の保存のため必要がある場合」

は著作権者の許諾を得ることなく複製が可能であることを規定しており，このような現

行法の枠組みで対処が可能ではないかとの意見もあった。 

 したがって，まずは，このような現行法の枠組みでどこまで対処が可能であるか限界

を見極めるとともに，どのような場合に対処が可能であるかの判断基準について，検討

することが適当である。 

 

 

 

 

 ⑤ 図書館における，官公庁作成広報資料及び報告書等の全部分の複写による提供 

    について 

  

官公庁作成広報資料については，資料の性格上国民が利用しやすい形で提供すべきで

はないか，広範に読まれることに意味があり全文の複写はむしろ歓迎すべきことではな

いか，本来公益目的で作成されたものであり，第３２条第２項の対象となる資料につい

ては自由に複製を認めて差し支えないのではないか等，本件要望の趣旨に賛同する意見

が多数であった。また，米国著作権法第１０５条の規定*8を踏まえて，図書館に限らず一

般的に全部分の複製を認めるべきとの意見もあった。 

 ただし，著作権者である国等が「図書館における複製可」などの表記を行えば問題は

解決するとの指摘もあった。 

本件については，基本的に何らかの措置を検討すべき事項と考えるが，権利制限を行

うべき対象範囲などについて，引き続き検討する必要がある。 

 

                                                  
*8 「第 105 条 著作権の対象：合衆国政府の著作物 本編に基づく著作権による保護は，合衆国政府の著    

作物には及ばない・・・。」（『外国著作権法令集（29）アメリカ編』（社団法人著作権情報センター， 2000

年）〔山本隆司・増田雅子共訳〕21-22 頁） 
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⑥ 第３７条第３項について，複製の方法を録音に限定しないこと，利用者を視覚 

   障害者に限定しないこと，対象施設を視覚障害者福祉施設等に限定しないこと，

    視覚障害者を含む読書に障害をもつ人の利用に供するため公表された著作物の 

    公衆送信等を認めることについて 

  

障害者による著作物の利用を促進するという趣旨に対しては支持する意見が多数であ

った。 

 ただし一方で，一般に読書に障害を持つ人々の用に供するために図書館が複製や公衆

送信を自由に行い得るとすることは問題がある，要望の範囲が広範に過ぎる，趣旨の明

確化が必要であるなどの指摘があり，現行法の基本的な枠組みを変更することなく，障

害者への一層の配慮をどのように具体化し得るのか，整理が必要である。 

 したがって，本件については，障害者にとっての権利制限の必要性を十分踏まえた，

より具体的で特定された提案を待って，改めて検討することが適当である。 
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（５）障害者福祉関係の権利制限について 

 

○現行制度 

 

点字図書館等は，専ら視覚障害者向けの貸出しの用に供するために，公表された著作

物を録音することができる（第３７条第３項）が，公衆送信することはできない（第３

７条第２項）。 

 

○問題の所在 

 

① 視覚障害者情報提供施設等において，専ら視覚障害者に対し，公表された録音 

図書の公衆送信をできるようにすることについて 

 

視覚障害者に係る情報環境は，点字本から録音図書に大きく変化してきており，また，

視覚障害者のうち点字を読むことができる者があまり多くない状況であることから，視

覚障害者の多くが録音図書を必要としている。 

しかし，現状では，録音図書は権利者の許諾なくして公衆送信できないため，視覚障

害者情報提供施設等では，録音図書を視覚障害者の自宅へ郵送することで対応している。

だが，この郵送の方法は，当該図書を手にとることができるまでには，申込み，順番待

ち，受け取りといった手順が必要であり，視覚の障害のある者にとって大きな負担であ

るとともに，随時必要な情報が入手できないことが問題となっている。そこで，視覚障

害者情報提供施設等において，専ら視覚障害者に対する，郵送による貸出方法の代替手

段として，公表された録音図書の公衆送信をできるようにして欲しいとの要望がある。 

 

【視覚障害者施設にある図書の種類】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１３年度 平成１４年度 平成１５年度

点字図書 466,977 479,818 486,413

録音図書 455,162 483,750 494,569

Ｃ　Ｄ 217,661 231,702 236,338

出典：厚生労働省調べ
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【視覚障害者をめぐる状況】 

視覚障害者

次に掲げる視覚障害で、永続するもの
１．両眼の視力（万国式視力表によって測ったものをいう。以
下同じ。）がそれぞれ０．１以下のもの
２．一眼の視力が０．０２以下、他眼の視力が０．６以下のもの
３．両眼の視野がそれぞれ１０度以内のもの
４．両眼の視野の２分の１以上が欠けているもの

身体障害者福
祉法第４条及び
別表第一

305800（人） 0.24% 10.6%

＊人数・点字識字率は、「平成１３年身体障害児・者分実態調査結果報告」に基づく。

全人口に占める割合人数 点字識字率定義 根拠条文

 

出典：厚生労働省調べ 

 

 なお，「びぶりおネット」という，録音図書の公衆送信を行う録音図書配信サービス

が１６年４月から実施されているが，スキームはあるものの，許諾する権利者数はわず

かで，一括許諾を承認しない著作者や外国人作家等に関しては個別の契約が必要である

というのが実態であり，十分機能しているとはいえない。 
 

【びぶりおネット概略図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日本点字図書館ＨＰ（http://daisy.nittento.jp/configuration.html） 
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 ② 聴覚障害者情報提供施設において，専ら聴覚障害者向けの貸出しの用に供する 

    ため，公表された著作物（映像によるもの）に手話や字幕による複製について 

    また，手話や字幕により複製した著作物（映像によるもの）の公衆送信につい 

    て 

 ③ 聴覚障害者向けの字幕に関する翻案権の制限について，知的障害者や発達障害 

    者等にもわかるように，翻案（要約等）することについて 

 

  現在，聴覚障害者情報提供施設において，聴覚障害者用に字幕・手話入りビデオ，DVD

等の貸出を行っているが，複製権との関係から，実質，多くの作品には字幕や手話を付

与することは行われていない。また，字幕の公衆送信はリアルタイムによるものに限ら

れていることから，字幕や手話を付した複製物を公衆送信するには許諾が必要である。

これらについて，権利制限を認めてもらいたいとの要望がある。 

また，聴覚障害者向けに字幕により自動公衆送信する場合には，ルビを振ったり，わ

かりやすい表現に要約するといった，翻案が可能（第４３条第３号）であるが，文字情

報を的確に読むことが困難な知的障害者や学習障害者についても，同様の要請がある。  

特に，教育・就労の場面や緊急災害情報等といった場面での情報提供に配慮する必要性

が高いため，知的障害者や発達障害者等にもわかるように翻案（要約等）することを認

めてもらいたいとの要望もある。 

 

 

 ④ 私的使用のための著作物の複製は，当該使用する者が複製できることとされて 

   いるが，視覚障害者等の者は自ら複製することが不可能であるから，一定の条 

   件を満たす第三者が点字，録音等による形式で複製することについて 

  

視覚障害者，聴覚障害者又は上肢機能障害者等（以下「視覚障害者等」という）は，

自らが所有する著作物を自らが享受するためであっても，当該障害があるために，自ら，

点字による複製若しくは録音又は当該著作物の複製に伴う手話・字幕の付加を行うこと

が困難なことがある。そこで，一定の条件を満たす第三者によりそれらの行為が事実上

なされたとしても，視覚障害者等自身による私的使用のための複製として許容されるこ

とが適当であるとの要望がある。 
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○審議の状況 

 

 ① 視覚障害者情報提供施設等において，専ら視覚障害者に対し，公表された録音

図書の公衆送信をできるようにすることについて 

 

 視覚障害者による録音図書の利用をインターネットにより促進することが情報通信技

術のもたらす利益を社会的弱者に広く及ぼすという意味で，極めて大きな公益的価値を

有すると認められるため，対象者が専ら視覚障害者に限定されることを条件に，本件要

望の趣旨に沿って権利制限を行う必要があるという意見が多かった。 

 

 

 ② 聴覚障害者情報提供施設において，専ら聴覚障害者向けの貸出しの用に供する 

    ため，公表された著作物（映像によるもの）に手話や字幕による複製をできる  
     ようにすることについて 

    また，手話や字幕により複製した著作物（映像によるもの）の公衆送信をでき  
     るようにすることについて 

 ③ 聴覚障害者向けの字幕に関する翻案権の制限について，知的障害者や発達障害 

    者等にもわかるように，翻案（要約等）をできるようにすることについて 

  

上記２件の要望については，障害者による著作物の利用の促進という観点から一定の

意義があると考える意見が多かった。 

 ただし，例えば，権利制限の範囲の限定，その必要性の明確化（契約による権利処理

の限界），障害者にとっての当該利用の意義などについて，さらに趣旨を明らかにすべ

きという指摘があった。 

 したがって，本件については，上記指摘を踏まえた，提案者による趣旨の明確化を待

って，改めて検討することが適当である。 
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【聴覚障害者/知的障害者/発達障害者をめぐる状況】 

聴覚障害者

次に掲げる聴覚障害又は平行機能障害で、永続するもの
１．両耳の聴力レベルがそれぞれ７０デシベル以上のもの
２．一耳の聴力レベルが９０デシベル以上、他耳の聴力レベルが
５０デシベル以上のもの
３．両耳による普通会話の最良の語音明瞭度が５０％以下のもの
４．（略）

身体障害者福祉法
第４条及び別表第二

319,640(人) 0.25%

知的障害者 ＷＨＯの国際基準として、ＩＱ７０以下の者 ― 459,100(人) 0.36%

発達障害者
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、
注意欠陥移動性障害その他これに類する脳機能の障害をもち、
その症状が通常低年齢において発言した者

発達障害者支援法
第２条

不明 不明

＊人数は、「平成１３年身体障害児・者分実態調査結果報告」、「平成１２年知的障害児（者）基礎調査」に基づく。

全人口に占める割合人数定義 根拠条文

出典：厚生労働省調べ 

 

 

 

 ④ 私的使用のための著作物の複製は，当該使用する者が複製できることとされ 

ているが，視覚障害者等の者は自ら複製することが不可能であるから，一定 

の条件を満たす第三者が点字，録音等による形式で複製ができるようにする 
ことについて 

  

自ら複製することができない障害者が他人の助けを借りることは当然であり，一般利

用者との格差を解消する必要があるとして，権利制限に積極的な意見が多数であった。

なお，非営利目的かつ無報酬で行われる場合に限定すべきとの指摘もあった。 

ただし一方で，本件の複製は，実態上はおおむね家庭外で行われる複製であり，「私

的使用のための複製」（第３０条第１項）の問題とすることは不適当ではないか，一定

の条件を満たす第三者の範囲をどう特定するのかなど，十分な検討が必要との指摘があ

った。 

 したがって，本件については，「私的使用のための複製」の解釈による対応を考える

のか，あるいは，一定の障害者向けのサービスについて特別な権利制限を考えるのか，

基本的な方向性に関しての議論を深めた上で，具体的な問題点の整理を行うなど，検討

を進めることが適当である。 
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（６）学校教育関係の権利制限について 

 

○現行制度 

 

  教育を担任する者及び授業を受ける者は，その授業で使用するために，一定の限度で，

著作物を複製することができるとともに（第３５条第１項），当該複製物の譲渡をする

こともできる（第４７条の３）。しかし，当該複製物は，「その授業の過程」において

のみ使用できることとされており，他の目的に使用することは，原則として許容されて

いない（第４９条）。 

また，授業を直接受けている者がいて，かつ，その授業が別の場所で同時中継される

形態で遠隔授業が実施される場合には，その授業を直接受ける者に対して提供・提示等

されている著作物については，別の場所で当該授業を同時に受ける者に対し，原則とし

て公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては，送信可能化を含む。以下同じ。）をする

ことができる（第３５条第２項）。 

なお，この「公衆送信」は，現行著作権法上，同一構内における有線電気通信設備に

よる送信は含んでいない（第２条第１項第７号の２）。 

 

○問題の所在 

 

 ① eラーニングが推進できるように，学校その他の教育機関（営利を目的として 

   設置されているものを除く）の授業の過程で使用する目的の場合には，必要と 

   認められる限度で，授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信（送信可能 

   化を含む）することについて 

  

第３５条第２項が新設されたことにより，同時中継型の授業は，より円滑に展開し得

るようになったが，同項の規定は，サーバ内に授業内容をあらかじめ蓄積しておき，任

意の時間帯，任意の場所（在宅も含む）で学習できる形態の e ラーニングには適用でき

ない。そこで，そのような授業形態の e ラーニングを推進するためには，現行第３５条

第２項は存置したまま，新たに，要件をより厳格化した上で，当該授業を受ける者に対

して著作物を公衆送信できるようにすることが適当であるとの要望がある。 

 

 

  
② 第３５条第１項の規定により複製された著作物については，「当該教育機関の 

教育の過程」においても使用できるようにする（目的外使用ではないこととす 

る）とともに，教育機関内のサーバに蓄積することについて 
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第３５条第１項の規定に基づいて授業の過程で使用された複製物について，学内で有

効活用し，教育的効果の向上を図るため，当該複製物を「当該教育機関の教育の過程」

においても使用できるようにする（目的外使用ではないこととする）とともに，当該教

育機関内のサーバに蓄積して，見ることができるようにすることが適当であるとの要望

がある。 

 

 

 ③ 同一構内における無線ＬＡＮについても，有線ＬＡＮ同様，原則として公衆送 

   信にはあたらないこととすることについて 

 

有線ＬＡＮのように，有線電気通信設備での同一構内における著作物の送信は「公衆

送信」としては原則的に位置付けられていない（第２条第１項第７号の２）。これは，

従来より同一構内で行われる著作物の有線送信*9については，演奏権，上演権等で捉える

べき行為と考えられてきたからである（同条第７項）。一方，無線ＬＡＮ*10 を利用した

著作物の送信については，無線による送信は一般的に同一構内に限定されるものではな

かったことから，有線ＬＡＮと異なり，法律上は「公衆送信」から除外されていない。 

しかし，技術の発達・無線ＬＡＮの普及等も踏まえ，安価であること等，利点の多い

無線ＬＡＮについても，有線電気通信設備である有線ＬＡＮによる場合と同様に，同一

構内の端末間の著作物の送信については，原則として公衆送信に当たらないとすること

が適当であるとの要望がある。 

 

 

○審議の状況 

 

 ① eラーニングが推進できるように，学校その他の教育機関（営利を目的として 

    設置されているものを除く）の授業の過程で使用する目的の場合には，必要と 

    認められる限度で，授業を受ける者に対して著作物を自動公衆送信（送信可能 

    化を含む）することについて 

  

e ラーニングの実態を勘案すると，異時送信による利用にも権利制限を及ぼすべきであ

るとする意見もあった。しかし，履修者の数が大きくなれば，実質的に「著作者の利益

を不当に害することとなる場合」に該当してしまうのではないか，著作物が授業を受け

                                                  
*9 旧第 2 条第 1 項第 17 号（平成 9 年改正前）「有線送信 公衆によつて直接受信されることを目的とし

て有線電気通信の送信（有線電気通信設備で，その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と

同一の構内（その構内が二以上の者の占有に属している場合には，同一の者の占有に属する区域内）

にあるものによる送信を除く。）を行うことをいう。」 
*10 有線ケーブルの代わりに，電波を利用することでパソコン同士を接続し，LAN (Local Area Network)     

を構築しようとするもの（総務省『～安心して無線 LAN を使用するために～参考資料』（平成 16 年）4     

頁）。 



- 31 - 

る者以外の者に流通し著作権者の利益に悪影響を及ぼすのではないかなどとして，慎重

な検討が必要とする意見があった。また，仮に法改正を検討する場合には，恣意的な解

釈による運用を回避するために，教育機関の種別や態様に応じたガイドラインを設ける

など明確化を図る措置が併せて講じられるべきとする意見があった。一方，教育現場に

おける著作物の利用に関しては，一部私立学校関係者等において補償金による権利処理

の実験的な取組みが行われているところでもあり，実態も十分踏まえた上で検討する必

要があるとの意見があった。 

 したがって，本件については，著作権の保護とのバランスに十分配慮するため，いか

に要件を限定しつつ，e ラーニングの発展のために必要な措置を組み込むべきか，上記の

指摘を踏まえた，教育行政及び学校教育関係者による具体的な提案を待って，改めて検

討することが適当である。 

 

 

② 第３５条第１項の規定により複製された著作物については，「当該教育機関の 

教育の過程」においても使用できるようにする（目的外使用ではないこととす 

る）とともに，教育機関内のサーバに蓄積することについて 

 

授業の質を高めるために，同じ教育機関の内部で情報の交換・相互利用は有意義であ

り，可能な限り認められるべきだとする意見もあった。しかし，「当該教育機関の教育

の過程」の定義が不明確ではないか，教育機関のサーバに蓄積することにより得られる

利益に比して目的外使用の危険性がきわめて高いことなど権利者の利益を不当に害する

ことがないかという点の検証が必要ではないか，教育機関（利用者側）のサーバに大量

の他人の著作物を蓄積することの意味を明確にする必要があるのではないかなどとし

て，慎重な検討が必要であるとする意見があった。また，サーバへの情報の蓄積及びそ

の情報の利用に関する詳細なガイドラインを設定することが必要ではないかとの指摘が

あった。 

 以上のことから，本件については，教育行政及び学校教育関係者からの，上記指摘や

実態を踏まえた運用の指針等を含む具体的な提案を待って，改めて検討することが適当

である。 

 

 

 ③ 同一構内における無線ＬＡＮについても，有線ＬＡＮ同様，原則として公衆送 

    信にはあたらないこととすることについて 

 
教育機関においては，普通教室のＬＡＮ整備率が全学校種合計で 37.2%であり，特に高

等学校においては 61.2%と，過半数の普通教室で整備されている。また，無線ＬＡＮは，

個人においては 17.1%，ＬＡＮを導入している企業においては 62.1%の企業が導入してい
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る。 

 このように，無線ＬＡＮの導入は，教育機関のみならず個人や企業等一般社会におい

ても需要が高まっていると考えられ，本件については，教育機関における権利制限とし

てではなく，一般的な公衆送信の定義に関する問題として検討することが適当である。 

 

  無線ＬＡＮは，通信の安全性等の技術や送信の機能等が有線ＬＡＮと同等のものにな

っていると評価できるという観点から，有線ＬＡＮと同様に，無線電気通信設備で「同

一の構内」にあるものによる送信についても「公衆送信」の定義から除外することが適

当であるとする意見があった。ただし，公衆送信に当たらないとすることの妥当性・影

響を検討すべきとの意見もあり，無線ＬＡＮについて「公衆送信」の定義から除外する

ことの実際上の必要性，除外することによる影響について検討する必要がある。 
 

 

【参考：ＬＡＮの導入状況について】 

＜学校におけるインターネット及び LAN の整備状況（平成１５年度）＞ 

     

出典：文部科学省『データから見る日本の教育２００５』31 頁 
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＜個人の無線ＬＡＮ導入率（平成１７年１月調査実施）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

＜ＬＡＮ導入企業の無線ＬＡＮ導入率（平成１７年１月調査実施）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

  

 

出典：総務省編『平成 17 年版 情報通信白書』（ぎょうせい，2005 年）88 頁 
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（７）その他 

 

  規律の明確性を確保しつつ，対応の迅速性・柔軟性を備える法制を目指して，権利

 制限のうち適当な事項を，政令等へ委任することについて 

 

○審議の状況 

 

 現在の著作権法は細かすぎる面もあり，すべてを法律に書き込むのではなく，社会情

勢の急激な変化等にも迅速に対応できるように，技術的な事項については，積極的に政

令等に委任することを考慮すべきである。 

 なお柔軟かつ機動的な対応を確保する観点から，制度の運用に関するガイドラインの

策定等を行うことについても検討していく必要があるとの意見があった。 
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２．私的録音録画補償金の見直しについて 

 

（１）現行制度 

 

家庭内等における私的な複製については，例外的に，権利者の許諾なく行うことがで

きるとされている（第３０条第１項）。一方，デジタル方式の録音・録画機器の普及に

伴い，著作権者等の経済的利益が損なわれるようになった状況に対応するため，平成４

年の改正により私的録音録画補償金制度が導入され，家庭内等における私的な「コピー」

であっても，デジタル方式による録音・録画を行った者は，著作権者等に対して補償金

を支払うこととされた（第３０条第２項）。 

この場合，補償金の直接の支払義務者は，当該機器・記録媒体の購入者（消費者）で

あるが，当該機器・記録媒体の製造業者又は輸入業者には，補償金の徴収等についての

協力義務が課せられている（第１０４条の５）。また，補償金の支払いの対象となる特

定機器・特定記録媒体は，政令で指定された機器・記録媒体であって，主として録音・

録画の用に供するものである（著作権法施行令第１条，第１条の２）。 

補償金を受ける権利は，文化庁長官が指定する団体（指定管理団体）があるときは，

指定管理団体によってのみ行使することができ，指定管理団体が請求する補償金の額は，

指定管理団体が定め，文化庁長官が認可を行い，支払われた補償金は，関係団体を通じ

て，権利者に分配されている（指定管理団体としては，録音については（社）私的録音

補償金管理協会（sarah）が，録画については（社）私的録画補償金管理協会（SARVH）

が，それぞれ指定されている）。 

指定管理団体が受け取った補償金は，著作権者等に分配されるが，補償金の２割に相

当する額については，著作権者等全体の利益を図るため，著作権及び著作隣接権の保護

に関する事業等（共通目的事業）のために支出することとされている。 

なお，専ら私的録音・録画以外の用に供することを証明できる場合は，補償金の返還

を請求することができる（第１０４条の４第２項）。 

 

【私的録音録画補償金の徴収及び分配の流れ】 

補償金

の請求

共通目的事 （指定管理団体） 機器・記録媒体

業への支出 ・私的録音補償金管理協会 のメーカー等

・私的録画補償金管理協会 補償金

権利行使の委託 補償金の分配 機器・記録媒体 機器・記録媒体

の代金(補償金

を含む)

権 利 者 利 用 者
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（２）ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定について 

 

 ① ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関して，実態を踏まえて検討す 

る。 

 

○問題の所在 

 

 著作権法施行令第１条及び第１条の２は，補償金の支払いの対象となる機器・媒体を

指定しており，例えば，録音用記録媒体としては MD や CD-R，CD-RW などが，録画用記録

媒体としては DVD-RW，DVD-RAM などが指定されている。一方， 近は，従来の MD レコー

ダーや DVD レコーダー等のほかに，新たに登場したハードディスク内蔵型・フラッシュ

メモリ内蔵型録音機器，ハードディスク内蔵型録画機器等（以下，「ハードディスク内

蔵型録音機器等」という。）が急速に普及しつつある。これらハードディスク内蔵型録

音機器等について，私的録音録画補償金の対象として追加指定して欲しいとの要望があ

る。 

  

  

【携帯オーディオ機器の国内出荷の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ※上記２品目について，各年の合計出荷数を 100%とした場合の市場推移を表す。 

 ※上記数字は，（社）電子情報技術産業協会，主要メーカー資料等により電波新聞社が作成したもの。 

 出典：平成 17 年 4 月 8 日電波新聞 
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○審議の状況 

 

 ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定については，賛否をめぐり，現時点では，

特定の結論に意見を集約するには至らなかった。したがって，この問題について，引き

続き検討する必要がある。 

 

 ハードディスク内蔵型録音機器等の追加指定に関して，すみやかに補償金の対象に追

加すべきものであるとの意見の概要は，次のとおりである。 

（１）音楽のデジタル録音等を主たる用途として想定して開発・設計されており，主と

して音楽のデジタル録音等を目的として販売・購入され，現実にもその目的に使

用されている。 

（２）補償金の対象となっている MD 録音機器等を市場において代替する機器と捉えられ

ることから，課金しないことは公平性の観点から妥当ではない。 

（３）現時点でも，技術の発展に伴い個別の課金が可能なケースは次第に増える傾向に

あるように見受けられるが，それが可能でないケースも依然として残っており，

現実問題として一種のきめの粗い課金方法である補償金によらざるを得ない。 

（４）どのような機器も，100％専用のものはなく，また二重課金にならない範囲では課

金する合理性はあるから，利用実態を踏まえ，それぞれの機器・媒体において私

的録音録画が行われる割合に応じた料率を設定すべき。 

（５）ハードディスク内蔵型録音機器等を追加指定せず，コピープロテクション等の   
DRM の強化により対処した場合，消費者への制約・負担を考える必要がある。また，

追加指定せず，かつ，何らの補償的措置等がとられない場合には，国際条約上の

問題が生じかねず，第３０条第１項（私的複製）などの制度的な部分への影響を

考える必要がある。 

 

 他方で，標記の機器を補償金の対象に加えるのは不適当であるとの意見の概要は，次

のとおりである。 

（１）私的複製については，使用許諾料の額の回収がコスト面で困難であることから，

権利制限及び権利制限を前提とした補償金が正当化されているが，DRM によって個

別課金が可能である以上，それらに正当性はない。。 

（２）制度導入時点と技術環境が変化していることから，補償金制度自体は，補償金返

還制度の実効性の低さ，消費者の認知度の低さ，徴収・分配の公平性や共通目的

基金の妥当性，そもそも許容される私的複製の範囲が明確でないことなど，多く

の基本的問題を内包しており，制度の根本的見直しについて議論することなしに，

機器等の追加により制度を肥大化させることは不適切である。 

（３）補償金制度には本来自由に複製できるものにまで課金し，自由利用行為を抑制す

るという副作用があるが，ハードディスク内蔵型録音機器等では，利用料を支払

ってダウンロードした音源の録音にまで課金するという二重課金の問題もあるた

め，その副作用は明らかに無視し得ないものとなる。 

（４）ハードディスク内蔵型録音機器等は汎用機器であると考えられるので，補償金の
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対象とすべきでない。 

（５）DRM による課金が消費者への制約・負担となるかならないかは，市場で消費者が選

択することであるが，DRM による課金が普及しつつあるという現状にかんがみれば

消費者への制約・負担となるとの主張には明らかに根拠がない。 

（６）国際条約上，補償を必要とするのは権利者の正当な利益が不当に害される場合で

あるが，この場合にはそもそも個別課金が可能である以上，その部分については，

通常の利用による権利者の正当な利益が不当に害されていないのであるから，補

償金制度を掛けなくとも国際条約上の問題を生じない。 

 

この他，法技術的な問題として，ハードディスク内蔵型録音機器等を規定することが

できるのか，機器と記録媒体の分離を前提としている現行法の改正が必要になるのでは

ないか，といった指摘があった。また，審議会で仮に結論が出なかった場合でも，それ

を理由として行政としての判断を先送りすべきではないとの意見，結論とは独立に，現

行の補償金制度の運用の実態について著作権者及び消費者に周知を図るべきとの意見等

があった。 

 

（３）汎用機器・記録媒体の取扱いについて 

 

 ② 現在対象となっていない，パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ， 

   データ用CD-R／RW等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して，実態を 

   踏まえて検討する。 

 

○問題の所在 

 

昨今のパソコンは，多機能化に伴い，パソコン内蔵・外付けの大容量のハードディス

クドライブ等に，記録用 CD ドライブが標準搭載されていたり，また，録音等を行うこと

ができる総合的なソフトや，テレビ番組を録画することができる機能などが標準装備さ

れていたりするものも増えてきている。 

パソコンに代表される汎用機器は，私的録音録画行為としては専用の録音・録画機器

と全く同じことが可能であるにもかかわらず，補償金支払いの対象ではない。このため，

実際に補償金を支払っている消費者や協力義務を負う製造業者と，協力義務を負わない

パソコン等の製造業者間の不公平感はますます拡大する一方であり，このままパソコン

等を補償金支払いの対象としないことは補償金制度の形骸化にも繋がりかねない可能性

もある。 

このような理由から，パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ，データ用 CD-R

／RW 等のいわゆる汎用機器・記録媒体（以下，「汎用機器等」という。）についても，

補償金の対象とするよう法改正をして欲しいとの要望がある。 
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○審議の状況 

 

 次のような理由から，汎用機器等は対象とすべきではないとする意見が多数であった。 

（１）録音や録画を行わない購入者からも強制的に一律に課金することになり，不適切

な制度となる。また，補償金返還制度も機能しづらい。 

（２）課金対象を無制限に拡大することにつながる。 

（３）実態として，他人の著作物の録音・録画が利用の相当割合を占めるとは考えにく

い。 

（４）現行の補償金制度の問題点を増幅させる結果を招く。 

 

なお，一部には，国際条約の基準に照らして考えるべきであり，利用者のデジタル録

音・録画行為の実態に即して汎用機器等も視野に入れた検討が必要であるとする意見や，

補償金制度の理念を再確認した上で，専用と汎用の境界について不明確になりつつある

状況に対処するための検討を行う必要があるとする意見があった。 

 

 

（４）政令による個別指定という方式について 

 

 ③ 現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して，法技術 

   的観点等から見直しが可能かどうか検討する。 

 

○問題の所在 

 

現行制度では２つの問題があると指摘される。１点目は，技術を指定する現行制度は，

指定までの時間がかかり過ぎて権利者の補償に欠けることである。 

２点目は，技術を指定する現行制度は，私的録音録画補償金を支払う消費者には理解

できず，制度への理解を妨げる一因ともなっていることである。政令では，例えば，「磁

気的かつ光学的方法により，四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル

変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有す

る機器」や，「記録層の渦巻状の溝がうねっておらず，かつ，連続していないもの」と

定められており，どのような機器及び記録媒体が私的録音録画補償金の対象なのか，補

償金の支払いを行う消費者にはわかりにくい。 

したがって，このような問題を解決するため，現行の指定方法を改め，要件を満たす

技術が市場に導入されるときには，改めて政令で追加指定することなく補償金支払の対

象となるような方法に変更して欲しいとの要望がある。 
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○審議の状況 

 

法的安定性，明確性の観点から，現行の制度の下では，現行の方式を変更すべきでは

ないとする意見が多数であった。 

なお，機器等の個別指定が技術革新の速度に対応できないという意見や，指定手続を

機動的かつ透明性の高いものにすることを前提に，機器等の指定を省令又は告示に委任

することも検討すべきとの意見があった。 

 

（５）その他（私的録音録画補償金制度の課題について） 

 

 私的録音録画補償金制度が導入されて以降に生じた，放送コンテンツに関する録画制

御技術の進展や音楽コンテンツのオンライン配信の普及といった技術革新やコンテンツ

流通等にみられるような社会事情の大きな変化の中で，早急に対応すべき課題として，

私的録音録画補償金制度の縮小・廃止の是非も含めた同制度自体の根本的な見直しにつ

いて，期限を設定した上で検討すべきとの意見が多かった。また，同制度については，

既に破綻を来しており，速やかに廃止すべきとの意見もあった。 

 

 その際の重要な参考に供するため，補償金制度の立法を基礎付けた事実，すなわち私

的なデジタル録音・録画がどのような実態で行われ，権利者の利益にどのような影響を

与えているのか，また利用者が本来自由に利用できる行為に対してどのような影響を与

えているかについて，継続して調査を行い，状況の変化を把握していくことが必要であ

る。根本的な見直しにおいては，併せて，補償金制度の存続の可否，補償金制度廃止を

可とした場合の段階的縮小の是非，補償金制度の骨組みの見直しなどの具体的論点につ

いて検討する必要がある。 

 

 さらに私的録音録画補償金制度の当面の運用に関しては，次のような改善を速やかに

図る必要があるとの意見が出された。   
（１）補償金の配分に関しては，積極的に情報公開するとともに，配分比率等を固定せ

ず，補償金の管理団体において，適宜見直す必要がある。 

（２）製造業者の協力を得て消費者が負担する補償金の額を表示するなど，補償金     

の管理団体において，消費者に対して，制度の内容及び実態について一層の          
周知を速やかに図る必要がある。 

（３）補償金の管理団体において，補償金返還制度を簡素化して，実際に利用可能          
なものに改めるよう検討する必要がある。 

（４）第１０４条の８及び著作権法施行令第５７条の６において補償金額の２割に     
相当する額を支出することになっている共通目的事業については，消費者か     

ら徴収した補償金ではなく国の予算で行うことを含め，その縮小・廃止に向けて

検討する必要がある。 
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３．デジタル対応について 

○デジタル対応ワーキングチーム検討報告の概要 

（１）機器利用時・通信過程における一時的固定について 

 
【問題の所在】 

   デジタル化，ネットワーク化の進展に伴い，コンピュータの機器内部における蓄積，ネ

ットワーク上の中継サーバなどにおける蓄積など，機器の使用・利用に伴う，瞬間的かつ

過渡的なものを含め，プログラムの著作物及びその他の著作物に関する電子データを一時

的に固定する利用形態が広く用いられている。そのため，コンピュータ等の機器の利用時

や通信過程において行われる著作物の一時的な固定について，「複製」と解されるとした

場合に，通常の機器の利用や円滑な通信に支障が生じないようにするために必要となる権

利制限等の立法的措置について検討する必要がある。 
 

【検討結果】 

   複製権を及ぼすべきではない範囲について，(a)著作権法上の「複製」の定義から除外

する，(b)著作権法上の「複製」であるとした上で権利制限規定を設ける，(c)「黙示の許

諾」，「権利の濫用」等の解釈による司法判断に委ねる，という３つの方向性が考えられ

る。 

   このうち，(a)(b)の方向性を採る場合には，①著作物の使用又は利用に係る技術的過程

において，②付随的又は不可避的に生じる，③合理的な時間の範囲内で行われる一時的固

定（複製）といった限定的な要件を付した上で権利の対象から除外することが考えられる。

   しかし，これら①～③の要件から外れる一時的固定(複製）であっても，権利を及ぼす

べきではないケースもあると考えられることなどから，今後の技術動向を見極める必要が

あるため，現時点では緊急に立法的措置を行うべきとの結論には至らなかった。今後も慎

重に検討を行い，平成１９(2007)年を目途に結論を得るべきものとした。 

 

（２）デジタル機器の保守・修理時における一時的固定及び複製について 

 

【問題の所在】 

近年，ハードディスクドライブ，フラッシュメモリ等の記憶装置・媒体内蔵型のデジタ

ル機器の普及が進んでおり，特に携帯電話については，その普及とともに保守・修理の機

会も増加している。デジタル機器の保守・修理に際して，機器に保存されているコンテン

ツを継続的に使用できるように，機器の保守・修理を行う者がコンテンツを一時的に保存

し，保守・修理後の機器に複製することについて，権利制限を認めるべきかということに

ついて検討を行った。 
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【検討結果】 

  デジタル機器の保守・修理時のコンテンツの一時的固定及び複製については，本来は，

複製行為を行う者（修理業者等）が，個別に権利処理を行うべきものであるが，デジタル

機器に保存されているコンテンツは多種多様であり，修理業者が個別に権利者の許諾をと

ることは事実上困難な状況である。一方，コンテンツの外部流出とそれに伴う違法複製の

防止が法的に担保されれば，権利者が経済的な損失を被るおそれはほとんどないと考えら

れる。 

 したがって，記憶装置・媒体内蔵型のデジタル機器の保守・修理を行う者は，一時的に

固定した著作物を作業終了後に消去することを条件として，当該機器に保存されている著

作物を一時的に固定し，保守・修理後の機器に複製することについて，権利制限規定を設

けることが適当であるとの結論を得た。 

 

（３）技術的保護手段の規定の見直しについて 

 

【問題の所在】 

  現行著作権法では，著作物の複製を技術的に防ぐ手段（コピーコントロール）は，「技

術的保護手段」として保護の対象としているが，暗号化等により著作物の視聴等を制限す

る手段（アクセスコントロール）は，視聴行為そのものが著作権法における権利の対象で

はないため，「技術的保護手段」の対象外であると解されている。近年の著作物の違法な

複製や流通を防止するための技術の進歩を踏まえ，平成１１(1999)年の著作権法改正によ

り設けられた「技術的保護手段」の規定の見直しについて，検討を行った。 

 

【検討結果】 

 著作権保護をより強固にするために，コピーコントロールにアクセスコントロールを重

畳的に施すような技術の複合化が進められているが，このような技術の複合化によって，

直ちに著作権法における「技術的保護手段」の対象外となるとは考えられず，現行著作権

法における規制の効果が減少するという事態は生じていないと考えられる。 

したがって，現時点では，現行著作権法の技術的保護手段に関する規定を直ちに改正す

べきという結論には至らなかったが，今後も技術動向に注視しつつ引き続き慎重に検討

し，平成１９（2007）年を目途に結論を得るべきものとした。 

 

デジタル対応に関する検討課題については，デジタル対応ワーキングチームにおける

検討の結果について，法制問題小委員会へ報告が行われ，本小委員会の委員から次のよ

うな意見が出された。 

 

○本小委員会での意見の概要 

 デジタル機器の保守・修理時における一時的固定及び複製について，現行法の解釈で

認められないのかという意見とともに，権利制限を認めるべきとするデジタル対応ワー



- 43 - 

キングチームの検討結果の趣旨に賛成する意見が複数の委員より出された。 
また，仮に法改正の必要ありとされた場合，保守・修理時において従来行われてきた

一時的固定については「違法」となるが，その法的処理はどうするのかといったことや，

権利制限が認められる場合の具体的な条件及び義務（一時固定されたものの廃棄，目的

による限定，必要と認められる限度，著作権等の侵害行為及びその情を知っている場合

の適用除外等）に関する効果的な法的措置を十分に検討すべきという意見が出された。 
なお，デジタル機器の買い換えによる更新についても「やむをえない場合」があり，

権利制限の対象として考えるべきではないかという意見や，権利処理を行うべきである

のは，修理を行う者であるか，修理を依頼する者であるか，必ずしも明らかではないの

ではないかという意見もあった。そのため，その他の事項も含め，デジタル対応ワーキ

ングチームにおいて，引き続き検討することとされた。 

 また，アクセスコントロールについて，現在，不正競争防止法においてアクセスコン

トロールを回避する行為については民事的規制が存在するが，その実効性を検証しても

なお抑止力として不十分であれば，著作権法において刑事罰を科すことについて検討を

行うべきという意見があった。 

以上のほか，デジタル対応としては，これまでワーキングチームで議論されてきたも

ののほか，デジタル対応で現在 も深刻な問題と考えられるインターネットを通じた侵

害についても，今後，問題提起等を行っていくべきではないかという意見も出された。 
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４．契約・利用について 

○契約・利用ワーキングチーム検討報告の概要 

（１）著作権法と契約法の関係について（契約による著作権のオーバーライド）

 

【問題の所在】 

  著作権法第２章第３節第５款（第３０条以下）に「著作権の制限」が規定されてお

り，私的使用のための複製（第３０条），図書館等における複製（第３１条），引用

等の利用（第３２条）等が認められているが，これらの制限規定により認められる著

作物の利用を禁止又は制限する内容の契約が有効かどうかという問題がある。 

 

【検討結果】 

 米国や欧州においては一定の検討がなされているものの，我が国において本件に関

する本格的な議論がなされていないことから，現段階では，次のような作業を着実に

進める必要があり，その過程において，ある特定の類型について契約を無効とする制

限規定（強行規定）が必要とされるならば，その旨を立法することで対応すべきであ

る（平成１９（2007）年を目途に結論）。 

①どのような場合にあっても契約を無効とする制限規定があるかどうかの抽出作業

を行うこと 

②契約無効の判断要素に照らして，無効となるべき契約にはどのようなものがあるの

か等の検討を行うこと 

③これらの判断要素を確定させた上で，契約無効に関する立法的対応の必要性につい

て検討を行うこと 

 

（２）許諾に係る利用方法及び条件の性質（第６３条第２項の解釈） 

 

【問題の所在】 

 著作権者は，他人に対しその著作物の利用を許諾することができ（第６３条第１

項），許諾を得た者は，その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において，著作物

を利用することができる（第６３条第２項）とされるが，許諾に係る利用方法及び条

件について，①利用許諾契約（ライセンス契約）に定められている全ての条項が該当

するのか，②利用許諾契約で定められた条項に反して著作物を利用した場合，ライセ

ンシーは著作権侵害を問われるのか等の問題がある。 

 

【検討結果】 

   この問題の実質的意味は，「違反すると著作権侵害となる事項」と「違反しても単

なる契約違反にしかならない事項」を峻別することであるが，現時点では，立法的解
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決を図る必要性に乏しく，解釈論に任せるべき事項である。 

 

（３）著作権の譲渡契約の書面化について 

 

【問題の所在】 

著作権は著作権者による任意の移転が可能であり（第６１条１項），我が国の場合，

著作権の移転は，所有権その他の物権の移転の場合と同様，当事者の意思表示のみに

よって効力を生じる。このように，我が国においては，契約書の作成が契約成立の要

件ではないことから，譲渡された権利の範囲がどこまでであったか，また契約が譲渡

契約であったかなど，その契約の解釈について紛争になりやすいという問題がある。

 

【検討結果】 

   諸外国の立法例をみると著作権の譲渡について書面の作成を要求する例が多いが，

我が国において同様の立法することは，譲渡契約一般が要式契約とされていない我が

国の法制度の中で，著作権の譲渡契約についてのみ要式契約とするだけの合理的な理

由を見いだせない等の法制面の理由，また多様な場面で行われる著作権の譲渡に一律

に契約書面を要求するのは適切ではないという実体面の理由から，必ずしも適切であ

るとはいえない。 

   なお，今後，仮に我が国において，著作権の譲渡契約を要式化する等した場合にど

のような不都合が生じるおそれがあるかについてさらに議論を深める必要がある。 

   また，国際化の進展に伴い，著作権が国際取引によって譲渡される場合が多くなっ

ているが，国際私法上の問題も検討することが必要である。 

 

（４）一部譲渡における権利の細分化の限界（第６１条第１項の解釈） 

 

【問題の所在】 

   著作権は，その全部又は一部を譲渡することができる（第６１条第１項）とされる

が，ここでいう「一部」とは，どのような単位を指すのか，利用形態，期間，地域に

よる細分化が認められるのかについて明らかではないという問題がある。 

 

【検討結果】 

   内容的，時間的制限を付した著作権の一部譲渡は，実務上の必要性があり，国際的

にも有効なものとされているので，所有権との対比において，一部譲渡の有効性は問

題だとする意見があったとしても，一部譲渡の限界を明確化するだけの立法を直ちに

行う必要はない。 

 ただし，ライセンシーの保護及び登録制度の見直しの検討の中で，一部譲渡の問題

を再検討する必要が出てくる可能性があり，著作権者が物権的権利を第三者に設定・

移転するための制度設計の問題として，専用利用権制度を含む著作物の「利用権」に
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係る制度の創設も視野に今後議論されるべきである（平成１９（2007）年を目途に結

論）。 

 

（５）第６１条第２項の存置の必要性について 

 

【問題の所在】 

 著作権の譲渡契約において，第２７条又は第２８条に規定する権利が譲渡の目的と

して特掲されていないときは，これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定す

るとされるが（第６１条第２項），①当該規定の存在が，譲渡契約の解釈について事

後に当事者間のトラブルを招く原因になりかねない，②プログラムの著作物の著作権

の譲渡については，その利用の実態から当該規定を適用すべきではない，③第２７条

及び第２８条に規定する権利のみが譲渡にあたり特掲することが求められているこ

とは，その他の権利と扱いを異にし，制度上もアンバランスになっているのではない

かという問題がある。 

 

【検討結果】 

 あらゆる譲渡契約について，第６１条第２項の推定規定が適用されるのは，適用範

囲が広くなりすぎるため，適当ではないなどの理由から，当該規定は廃止の方向で検

討すべきであるが，当該規定はあくまで推定規定であること，また廃止する場合には，

懸賞小説募集のような約款による著作権譲渡契約について何らかの手当を行う必要

があると考えられることから，現状においては，本規定のみを直ちに廃止するための

法改正を行う必要性はない。 

 

（６）未知の利用方法に係る契約について 

 

【問題の所在】 

 著作権者が著作物を第三者に利用させる方法としては，著作権の譲渡と利用許諾が

あるが，当事者が契約の締結時に予見し得なかった未知の利用方法が，契約の対象に

含まれているか否かの問題がある。 

 

【検討結果】 

 未知の利用方法に関する利用契約の解釈問題については，個別具体的な事案に即し

て，民法の一般原則を用いて裁判所が合理的な解釈を行うことに委ね，判例の集積を

通じて法形成がなされるのが適切であり，少なくとも現時点においては，著作権法に

特別な規定を設ける必要はないと考える。 

  なお，上記のような裁判所による利用契約の解釈等による対応に限界があることが

判明した場合には，諸外国の法制で採用されている法的手法を参考にしながら，我が

国における利用契約の実態等の把握を踏まえつつ，適切な立法対応の可能性について
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検討を行う必要がある。 

 

契約・利用に関する検討課題については，以上のように契約・利用ワーキングチーム

における検討の結果について，法制問題小委員会へ報告が行われ，本小委員会の委員か

ら次のような意見が出された。 
 

○本小委員会での意見の概要 

第６３条第２項の解釈に関連して，「ライセンス契約違反を理由にした契約の解約」 

の効果を明確化すべきとの意見があった。 

第６１条第２項については，自然科学系学会へ提出する論文や教育機関の教材等の実

態を留意した上で，同項の存置の必要性について検討すべきという意見のほか，強行規

定としないのであれば，本条の推定は特掲しさえすれば破れること，本条項は著作権者

保護の規定となっており，著作者の保護とは直結しないことから，弱者保護としてもほ

とんど意味がないため廃止すべきであり，紛争の予防という観点から，本論点の検討は

可及的速やかになされるべきという意見があった。 
譲渡契約の書面化や未知の利用方法などは，実務的にも重大な問題であるため，引き

続き検討すべきであるとの意見があった。なお，未知の利用方法に係る契約について，

著作権の場合だけ特別扱いすることは，著作権の財としての価値を低めることにも繋が

るため，原則として契約の一般法理に委ねるべきという意見がある一方で，経済力，情

報力を充分に持たない著作者が不当に不利な契約に縛られないように個別具体的なケー

スごとに検討すべきであるという意見もあった。 
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５．司法救済について 

○司法救済ワーキングチーム検討報告の概要 

 

 

いわゆる「間接侵害」規定の創設の必要性について 

 

 

【問題の所在】 

第１１２条１項は，「著作者，著作権者，出版権者，実演家又は著作隣接権者は，

その著作者人格権，著作権，出版権，実演家人格権又は著作隣接権を『侵害する者又

は侵害するおそれがある者』に対し，その侵害の停止又は予防を請求することができ

る」と規定し，差止請求を認めている。 

また，第１１３条は，同条各項に掲げられた一定の行為を，「当該著作者人格権，

著作権，出版権，実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす」と規定して

いるため，当該行為を行った者に対しても第１１２条１項に基づく差止請求が肯定さ

れることになる。 

   もっとも，第１１２条１項における「侵害する者」を定義する規定はない。そのた

め，どのような者が「侵害する者」に該当するかは必ずしも明らかであるとは言い難

く，第１１３条各項に規定がある一方で，物理的な利用行為の主体以外の者に対して

差止請求を肯定できるかどうかは，現行著作権法上，必ずしも明確でない。 

そのため，物理的な利用行為の主体以外の者に対しても差止請求を肯定すべきかど

うか，肯定するとすればその相手方となる主体はどのような者とすべきか，そして，

そのことを明示する立法的対応が必要かどうか，立法的対応が必要であるとすればど

のような立法的対応を行うべきか，といった点が問題となる。 

 

【検討結果】 

主要な裁判例につき分析検討を加える裁判例からのアプローチ，外国法との比較

検討を行う外国法からのアプローチ，間接侵害規定を有している特許法につき分析を

加える特許法からのアプローチにより検討を行ってきたが，差止請求権と損害賠償請

求権との関係や刑事法との関係といった，一般法上の論点も本格的に視野に入れる必

要のある複雑困難な論点であり，検討期間が非常に短いものであったため，本格的な

検討は始まったばかりという状況である。 

   これまでの検討では，特許法第１０１条第１号・第３号に対応するような間接侵害

の規定を著作権法にも何らかの形で盛り込むという基本的方向性については特に異

論はなかったが，それを超えるような規定の導入の当否の点については，比較法的検

討を含めた総合的研究を踏まえた上で，更に検討を継続し，平成１９（2007）年を目

途に結論を得るべきとされた。 
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司法救済に関する検討課題については，以上のように司法救済ワーキングチームにお

ける検討の結果について，法制問題小委員会へ報告が行われ，本小委員会の委員から次

のような意見が出された。 
 

○本小委員会での意見の概要 

 第１１２条において，誰に対してどういう理屈で差止請求権が認められるのかという

ことについては， 高裁の判例もあるが，理論的な整合性をもって法律構成がしにくい

状況にあるので，十分かつ迅速に検討していただきたいとの意見があった。 

 また，物理的利用行為の主体以外の者について，権利侵害を理由に差止請求を行い得

る範囲の拡大については，侵害と非侵害の双方から，差止請求を行い得る条件等につい

て慎重な検討を行うべきという意見や，また，差止請求が認められる際に，損害賠償に

ついては責任を制限する必要性が認められる場合の有無についても検討しておくべきで

はないか，という意見もあった。 

 

 また，ネット上で著作権侵害を行う者にサービスを提供する者について，著作権侵害

の教唆，幇助ではなく，「侵害している者」と考えるべきという意見があった。 
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６．裁定制度の在り方について 

○契約・流通小委員会検討報告の概要 

（１）基本的な考え方（検討の進め方） 

 我が国の「裁定制度」は特別の場合に権利者に代わって文化庁長官が利用の許諾を

与えるという制度であり，これは国際著作権関係条約の「強制許諾（Compulsory 
License：特定の場合に，事前に権限ある機関又は著作者団体に申請し，当該機関・

団体が許諾を与えることで，著作物等を利用することができる制度）」に位置付けら

れるものであることから，主に我が国著作権法上の強制許諾制度に限定して検討した

ものである。 

「裁定制度」については，次の５点について検討を行った。 
 

 

 ○ 著作権者不明等の場合の裁定制度（第６７条） 

 ○ 著作物を放送する場合の裁定制度（第６８条） 

 ○ 商業用レコードへの録音等に関する裁定制度（第６９条） 

 ○ 翻訳権の７年強制許諾（万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関す

る法律第５条） 
○ 新たな裁定制度の創設について（実演家の権利に関する裁定制度） 
 

 

 

（２）著作権者不明等の場合の裁定制度（第６７条） 

 
【現行制度】 

著作権者不明等の理由により，相当な努力を払っても，著作権者に連絡できないと

きに，文化庁長官の裁定により，補償金を供託し，著作物の適法な利用を可能とする

制度である。 

  補償金については，通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額

であり，額の決定については，文化審議会に諮問しなければならない（第７１条）。

  なお，裁定を受けて作成した著作物の複製物には，裁定に基づく著作物である旨及

び裁定のあった年月日を表示しなければならない（第６７条第２項）。 
 

【検討結果】 

当該制度については，貴重な著作物を死蔵化せず，世の中に提供し活用させるため

に有効なものであり，制度は存続すべきである。ただし，制度の存続に異論はないも
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のの，制度を有効に活用するためには，制度面や手続面での改善を行う必要があると

の意見があった。 
 

 

 ① 特定機関による裁定の実施 

   裁定制度を簡便化するため，例えば，氏名表示が無い写真や著作物の複写等のよう

に頻繁な利用ではあるが，小規模な利用分野において，特定の機関に裁定の権限を委

ねるような仕組みを求める意見があった。 

  これについては，例えば現行制度においても，著作権に関する登録業務を民間の指

定登録機関に実施させる仕組みはあるものの（プログラムの著作物に係る登録の特例

に関する法律第 5 条），裁定のように他人の私権を制限し，他人に代って利用者に許

諾を与えるような業務について民間の指定機関に運用を任せるというような制度設

計は難しいところであり，慎重に検討すべき課題だと考える。 

 

 

 ② 著作権の制限規定での対応 

  一旦許諾を受けて利用したものの限定的な再利用（例えばデータベース化）等特別

な場合については，裁定制度ではなく，著作権の制限規定で対応すべきという意見が

あった。 

  これについては，現行の著作権制度においても，たとえ著作権者が不明等の著作物

であっても，例えば私的使用（第３０条），教育目的の利用（第３３条，第３５条等），

図書館等における利用（第３１条），障害者の福祉の増進のための利用（第３７条等）

等の著作権の制限規定に該当する場合には，著作権者の許諾なしに利用できるのはい

うまでもない。 

  しかしながら，例えば，著作物の再利用に限定するとはいえ，商業目的の利用も認

める著作権の制限規定を新たに創設することは，国際著作権関係条約や制限規定の趣

旨に照らし問題が多いと思われるので，慎重な検討を行う必要がある。 

 なお，現行制度の枠組では，このような結論はやむを得ないと考えられるが，イン

ターネット時代における著作物の利用促進という面から，将来的には制限規定の導入

を積極的に考えた方がよいという意見があった。 

 

 

 ③ 手続面の問題 

  手続面の改善であるが，この裁定の手続については，厳格すぎて利用しづらいとい

う意見があり，政府の「知的財産推進計画 2004」においてもその見直し等が求めら

れたところである。これについては，文化庁で見直しを行い，不明な著作権者を捜す
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ための調査方法を整理した上で，従来新聞広告等を要求していた一般や関係者の協力

要請については，インターネットのホームページへの広告掲載でも可とするととも

に，併せて，（社）著作権情報センター（CRIC）では，不明な著作権者を捜す窓口

ホームページを開設したところである。なお，裁定の手続については，「著作物利用

の 裁 定 申 請 の 手 引 き 」 を 作 成 し 文 化 庁 ホ ー ム ペ ー ジ で 公 開 し て い る

（www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-1/index.html）。 

  この裁定制度の手続の見直しにより，利用者に求められる調査の方法が明確にな

り，また従来に比べて調査にかかる事務的又は経済的負担も軽減されたと考える。 

  なお，個人情報保護法に関連し，不明な著作権者を捜す作業の困難さを懸念する意

見もあったが，このことを理由として，著作物を利用しようとする者が通常行うであ

ろう調査方法に足りない方法でよいとすることはできず，例えばインターネット上の

尋ね人欄に掲載しただけで調査を尽くしたとすることは難しいと考える。 

  ただし，CRIC の事例のような著作権者を捜すための手段を提供してくれる仕組み

の創設，専門家や問い合わせ先の団体を紹介してくれる窓口等の充実，調査を代行し

てくれる団体等の設置等により利用者の事務的負担の軽減が図れると思われる。 

 

 

 ④ その他（著作物を裁定で利用した旨の表示） 

  第６７条第２項では，裁定を受け作成した著作物の複製物に，裁定で作成した複製

物である旨等の表示を義務付けている。 近では著作物のデータベース化にかかる裁

定の申請が増えているが，送信された著作物が裁定で利用された旨を周知させるため

に，当該著作物の画面表示やプリンターで印刷した際にその旨の表示がされるよう，

文化庁は制度の運用を考慮する必要がある。 
 

（３）著作物を放送する場合の裁定制度（第６８条） 

 
【現行制度】 

公表された著作物について，放送事業者が著作権者に協議を求めたが，その協議が

成立しない又はその協議をすることができないときは，文化庁長官の裁定により，補

償金を支払って（又は供託して）著作物の適法な放送を可能とする制度である。 

  なお，著作権者がその著作物の放送の許諾を与えないことについてやむを得ない事

情があるときには，裁定をしてはならないことになっている（第７０条第４項第２

号）。また，裁定に基づき放送される著作物について，有線放送，受信装置を用いた

公の伝達が可能となる。ただし，この場合，有線放送又は伝達を行うものは，通常の

使用料の額に相当する額の補償金を支払わなければならない（第６８条２項）。補償

金の額の算定については，著作権者不明等の場合の裁定の場合と同様である（第７１

条）。 
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【検討結果】 

  この裁定制度は，旧著作権法の時代の昭和６年に創設され，現行法の制定の際にそ

の存続について検討されたが，放送の公共性を考慮し，著作権者の権利濫用に対処す

るための制度として，制度が維持されたものである。 

  この制度は，現行法の制定以来３５年経ったが，裁定の実績はない。これは，著作

物の放送上の利用について，一般に，著作権者や著作権等管理事業者との契約で対応

できていること，また現行法の引用（第３２条），政治上の演説等の利用（第３５条），

時事の事件の報道のための利用（第４１条）等の著作権の制限規定の適用により利用

できる場合も多いこと等から，著作権者との協議不成立等の場合に裁定制度を利用し

てまで放送しなければならない場合がなかったこと等が原因と考えられる。 

  したがって，この制度については制度が利用されていないことを理由に廃止を考慮

すべきであるとの考え方もあるが，公共性の強い放送において，著作物を公衆に伝え

る 後の手段として制度の存続を望む意見も強いことから，あえて制度を廃止する必

要はないものと考えられる。 

  なお，民間放送事業者が全国放送を行うためには，キー局と多数のネット局が同一

の裁定の申請をしなければならないという指摘があったが，例えばキー局が全ネット

局の代理人としてまとめて申請を行えば足りるので，特に問題はないと考えられる。

 

（４）商業用レコードへの録音等に関する裁定制度（第６９条） 

 
【現行制度】 

 商業用レコード（音楽 CD 等）が国内において発売され，かつその発売日から３年

が経過した場合において，そこに録音された音楽の著作物を録音して，他の商業用レ

コードを作成することについて，その著作権者に協議を求めたが，その協議が成立し

ない又はその協議ができないときは，文化庁長官の裁定により，補償金を支払い（又

は供託して）録音又は譲渡による公衆への提供を可能とする制度である。なお，補償

金の額の算定については，著作権者不明等の利用の裁定の場合と同様である（第７１

条）。 
 

【検討結果】 

 この裁定制度については，現行法制定時に当該制度を設けたことにより，レコード

会社と作詞家，作曲家の専属契約の慣行が見直され，著作物の利用が促進されること

になった。 

  また，この制度は対象が商業レコードに録音された著作物の録音等に限定されてい

るが，当該制度の波及的効果と思われることとして，ビデオ等の映像ソフトに関して

も専属契約等による弊害の事例が生じてないことから，この制度の制定は，著作物の

円滑な利用に貢献しているものと考えられる。 

  このようなことから，この制度の利用実績はないが，引き続き専属契約による弊害

の改善を図り，現行法制定当時の状況に後戻りしないためにも，一定の利用秩序の形
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成に貢献しているこの制度をあえて廃止する必要はないものと考えられる。 

 
（５）翻訳権の７年強制許諾（万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特

例に関する法律第５条） 

【現行制度】 

 我が国が，万国著作権条約に基づき，保護義務を負っている著作物の利用にのみ適

用がある制度である。具体的には，文書が 初に発行された年の翌年から，７年の間

に，権利者の許諾を得て，日本語による翻訳物が発行されていない場合又は発行され

たが絶版になっている場合で，①翻訳権を有する者に対し，翻訳し，翻訳物を発行す

ることの許諾を求めたが拒否されたとき，又は②相当な努力を支払ったが，翻訳権を

有する者と連絡することができなかったときは，文化庁長官から許可を受けて，公正

なかつ国際慣行に合致した額の補償金を払うこと（又は供託）を条件に，日本語によ

り翻訳し発行できることになっている。 

  なお，補償金額の算定については，著作権者不明等の利用の裁定の場合と同様であ

る。 

また，上記②の場合については，原著作物の発行者の氏名が掲げられているときは

その発行者に対し，及び翻訳権を有する者の国籍が判明しているときはその翻訳権を

有する者が国籍を有する国の外交代表又は領事代表又はその国の政府が指定する機

関に対し，申請書の写を送付し，かつ，これを送付した旨を文化庁長官に届出なけれ

ばならないことになっている。 
 

【検討結果】 

 万国著作権条約が適用される国は現在ではごくわずかであり，この制度が使われ

る可能性はあまりないと考えられるものの，対象国がある限りにおいては適用される

可能性は皆無ではないことから，直ちに廃止する理由はないと考えられる。 

 

（６）新たな裁定制度の創設について（実演家の権利に関する裁定制度）

 
【現行制度】 

 放送事業者が制作する放送番組については，近年，二次利用の要望が強いものの，

通常，番組を制作する際に俳優等の実演家から録音・録画の許諾を得ていないことか

ら，当該番組を二次利用する際は改めて実演家の許諾が必要となる。 

 この場合，古い番組については出演していた実演家を捜すことが非常に困難な場合

があり，二次利用できないケースがあることから，権利者不明時等の裁定制度に準じ

た裁定制度の創設を求める意見がある。 
 

【検討結果】 

 我が国が加盟している実演家等保護条約では，強制許諾については，条約に根拠の
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あるごく限られた特別な場合には認められるが，それ以外は認められていないところ

である（実演家等保護条約第１５条第２項ただし書）。また，実演及びレコードに関

する世界知的所有権機関条約においても，実演等に関する制限及び例外について，著

作権保護について国内法令に定めるものと同一の種類の制限又は例外を定めること

ができる規定になっているものの，実演家等保護条約の締約国については，同条約の

義務を免れないこととされている（実演家等保護条約第１６条，第１条（１））。 

  このようなことから，裁定制度を，実演の利用について創設することは，国際条約

との関係で整理すべき問題点が多いと考えられ，慎重に検討する必要があると考えら

れる。 
 

 裁定制度の在り方については，契約・流通小委員会における検討の結果について，以

上のように，法制問題小委員会へ報告が行われ，本小委員会の委員から次のような意見

が出された。 
 

○本小委員会での意見の概要 

 

情報化時代において，著作物は可能な限り利用される方向で見直すべきであり，特に

著作者不明の場合の裁定制度は，より利用しやすいシステムを模索し，より一層具体化

に努めるべきであるとの意見があった。 

「（３）著作物を放送する場合の裁定制度」について，現在全く使われていないため，

議論の実益は少ないが，ブロードバンド時代，あるいは仮に将来的に，インターネット

放送が著作権法上の放送となる時代がくると，果たして現在のように，公益上の理由か

ら放送局にこのような特権を与えて良いかという議論が起きるであろうという意見があ

った。 
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（参 考） 

 

文化審議会著作権分科会法制問題小委員会審議経過 

 

 

平成１７年２月２８日 第１回 ・ワーキングチームの設置等 

     ・今期の検討事項の決定 

 

     ３月３０日 第２回 ・権利制限の見直し［１］ 

      （要望者等ヒアリング・質疑応答） 

・ 各ワーキングチームからの報告 
（ワーキングチーム員及び第６回までに検討   

すべき事項） 

 

     ４月２８日 第３回  ・権利制限の見直し［２］ 

                （要望者等ヒアリング・質疑応答） 

・私的録音録画補償金の見直し［１］ 

                （要望者等ヒアリング・質疑応答） 

 

     ５月２７日 第４回 ・権利制限の見直し［３］ 

       ・各ワーキングチームからの中間報告 

 

６月３０日  第５回 ・私的録音録画補償金の見直し［２］ 

       

      ７月２８日  第６回 ・私的録音録画補償金の見直し［３］ 
              ・各ワーキングチームからの検討結果報告 

 

      ８月２５日  第７回 ・「審議の経過（案）」の検討 
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文化審議会著作権分科会各小委員会委員名簿（平成１７年８月現在） 

○法制問題小委員会 

石 井 紫 郎     東京大学名誉教授 

 

市 川 正 巳     東京地方裁判所判事 

 

大 渕 哲 也     東京大学教授 

 

加藤 さゆり     全国地域婦人団体連絡協議会事務局長 

 

小 泉 直 樹     慶應義塾大学教授 

 

里中 満智子     漫画家 

 

潮 見 佳 男     京都大学教授 

 

末 吉   亙   弁護士 

 

茶 園 成 樹     大阪大学教授 

 

主査代理 土 肥 一 史     一橋大学教授 

 

苗 村 憲 司   情報セキュリティ大学院大学教授 

 

中村 伊知哉     スタンフォード日本センター研究所長 

 

主  査 中 山 信 弘   東京大学教授 

 

浜 野 保 樹     東京大学教授 

 

前 田 哲 男     弁護士 

 

松 田 政 行     弁護士，弁理士，青山学院大学教授 

 

村 上 政 博     一橋大学教授 

 

森 田 宏 樹     東京大学教授 

 

山 地 克 郎     （財）ソフトウェア情報センター専務理事 

 

山 本 隆 司   弁護士 
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文化審議会著作権分科会法制問題小委員会 各ワーキングチーム名簿 

 

 

○デジタル対応ワーキングチーム 

 

         児玉 昭義  (社)日本映像ソフト協会専務理事・事務局長 

         島並   良  神戸大学助教授 

  座長代理   末吉   亙  弁護士 

  座  長   茶園 成樹  大阪大学教授 

         光主 清範  (株)東芝 知的財産部デジタル著作権担当部長 

         山地 克郎  (財)ソフトウェア情報センター専務理事 

 

 

○契約・利用ワーキングチーム 

 

         金子 敏哉  東京大学博士課程 

         小島   立   九州大学助教授 

         菅原 瑞夫  (社)日本音楽著作権協会常任理事 

         外川 英明  中央大学教授 

  座  長   土肥 一史  一橋大学教授 

  座長代理   前田 哲男  弁護士 

         森田 宏樹  東京大学教授 

 

 

○司法救済ワーキングチーム 

 

         上野 達弘  立教大学助教授 

  座  長   大渕 哲也  東京大学教授 

         前田 陽一  上智大学教授 

  座長代理   山本 隆司  弁護士 

         横山 久芳  学習院大学助教授 
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○契約・流通小委員会委員名簿 

 

     荒 川 祐 二  (株)ジャパン・ライツ・クリアランス代表取締役 

 

      池 田 朋 之  (社)日本民間放送連盟知的所有権対策委員会 

IPR 専門部会 コンテンツ制度部会主査 

 

      石 井 亮 平  日本放送協会マルチメディア局著作権センター担当部長 

 

      上 原 伸 一  朝日放送（株）東京支社総務部専任部長 

 

      金 原   優  (社)日本書籍出版協会副理事長 

 

      児 玉 昭 義  (社)日本映像ソフト協会専務理事・事務局長 

 

      駒 井    勝  (社)音楽出版社協会専務理事 

 

      佐々木 隆一  (株)ミュージック・ドット・ジェイピー取締役会長 

 

      椎 名 和 夫  (社)日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター 
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「著作権法に関する今後の検討課題」（抄） 

（平成１７年１月２４日文化審議会著作権分科会） 

 

Ⅰ 著作権法に関する今後の検討課題 

 

１．基本問題（法制問題小委員会において検討） 

 

（１）私的録音録画補償金の見直し 

①ハードディスク内蔵型録音機器等について，政令による追加指定に関して，実態

を踏まえて検討する。 

②現在対象となっていない，パソコン内蔵・外付けのハードディスクドライブ，デ

ータ用 CD-R／RW 等のいわゆる汎用機器・記録媒体の取扱いに関して，実態を踏ま

えて検討する。 

③現行の対象機器・記録媒体の政令による個別指定という方式に関して，法技術的

観点等から見直しが可能かどうか検討する。 

 

（２）権利制限の見直し 

①特許庁が特許出願に対して拒絶理由通知で引用した文献の複製，薬事行政に従っ

て厚生労働省や医療機関に対する情報提供義務を果たすためになされる学術文献

の複製等，行政手続等のための利用に係る権利制限の拡大に関して検討する。 

②図書館関係，学校教育関係及び福祉関係の権利制限の拡大に関して検討するとと

もに，これらの権利制限規定により認められる利用の範囲の明確化についても検

討する。 

③規律の明確性を確保しつつ，対応の迅速性・柔軟性を備える法制を目指して，例

えば，学校教育関係や福祉関係など，権利制限のうち適当な事項を，政令等へ委

任することに関して検討する。 

 

２．デジタル対応  
（ワーキングチームにおける検討を踏まえ，法制問題小委員会において検討） 

 

（１） デジタル化時代に対応した権利制限の見直し 

 ○ キャッシング等通信過程の効率化を目的とする複製，機器内で不可避的に生じ

る一時的な蓄積（複製），機器の保守・修理に伴う複製等について，権利制限を

拡大することに関して検討する。  
 

（２） 技術的保護手段の規定の見直し  
○ 著作物の流通の変化に伴う，権利保護技術の多様化を踏まえて，技術的保護手

段の規定の見直しを検討する。  
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３．契約・利用  
（ワーキングチームにおける検討を踏まえ，法制問題小委員会において検討） 

 

（２） 契約規定全般の見直し 

①  権利制限規定と契約との優先関係等，著作権法と契約法との関係性に関して整

理・検討する。  
② 我が国の著作権法には契約に関する規定が少ない状況であるところ，私的自治

を尊重しつつ，契約に係る所要の規定の整備を検討する。  
 

４．司法救済  
（ワーキングチームにおける検討を踏まえ，法制問題小委員会において検討） 

 

（１） 間接侵害 

○ 著作権法には，特許法等と異なり，間接侵害規定が設けられていないところ，

これまで司法救済制度小委員会で行われてきた検討の成果を基に，他の知的財産

権法との整合性の観点も踏まえて，間接侵害規定を創設することに関して検討す

る。  
 

 

（備考） 

 ２．裁定制度の在り方に関しては，法制問題小委員会における検討に先立ち，契約・流     

通小委員会において，著作物の利用を促進する観点から，権利者の保護の観点にも     

留意しつつ検討を行うことが適当である。 
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